
必
要
的
仮
釈
放
制
度
に
対
す
る
批
判
的
検
討

太

田

達

也

必要的仮釈放制度に対する批判的検討

VIVHIIII
仮
釈
放
要
件
と
必
要
的
仮
釈
放

必
要
的
仮
釈
放
の
概
念

必
要
的
仮
釈
放
の
意
義

必
要
的
仮
釈
放
の
問
題
と
限
界

今
後
の
課
題1

仮
釈
放
要
件
と
必
要
的
仮
釈
放

　
我
が
国
の
仮
釈
放
は
、
一
定
期
間
の
刑
の
執
行
（
有
期
刑
に
つ
い
て
は
刑
期
の
三
分
の
一
、
無
期
刑
に
つ
い
て
は
一
〇
年
）
を
形
式
的

要
件
と
し
、
そ
れ
に
加
え
て
実
質
的
要
件
た
る
「
改
俊
の
状
」
を
個
別
に
審
査
す
る
こ
と
で
仮
釈
放
の
許
否
を
決
定
し
て
い
る
（
刑

法
第
二
八
条
）
。
形
式
的
要
件
は
期
間
の
経
過
に
よ
り
全
て
の
受
刑
者
が
充
足
す
る
こ
と
の
で
き
る
要
件
で
あ
る
た
め
、
仮
釈
放
の

許
否
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
要
件
が
「
改
俊
の
状
」
と
い
う
実
質
的
要
件
で
あ
り
、
犯
罪
者
予
防
更
生
法
の
下
で
は
、
①
悔
悟
の
情
、

②
更
生
の
意
欲
、
③
再
犯
の
お
そ
れ
（
が
な
い
こ
と
）
、
④
社
会
感
情
（
が
仮
釈
放
を
是
認
す
る
こ
と
）
と
い
う
四
つ
の
基
準
に
従
っ
て

1
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判
断
し
て
い
る
（
仮
釈
放
、
仮
出
場
及
び
仮
退
院
並
び
に
保
護
観
察
等
に
関
す
る
規
則
第
三
二
条
）
。
こ
の
仮
釈
放
許
可
基
準
は
二
〇
〇

八
年
か
ら
施
行
さ
れ
る
更
生
保
護
法
の
下
で
見
直
し
が
行
わ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
受
刑
者
の
更
生
と
再
犯
の
可
能
性
を
個
別

に
審
査
す
る
と
い
う
現
行
仮
釈
放
制
度
の
基
本
構
造
に
変
わ
り
は
な
く
、
本
稿
で
は
、
こ
れ
を
裁
量
的
仮
釈
放
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

裁
量
的
と
い
う
表
現
は
、
と
も
す
る
と
「
恣
意
的
」
、
「
専
断
的
」
と
い
っ
た
概
念
と
結
び
つ
け
ら
れ
や
す
く
、
誤
解
を
招
き
や
す
い

が
、
こ
こ
で
い
う
「
裁
量
的
」
と
は
仮
釈
放
の
実
質
的
要
件
を
個
別
に
審
査
す
る
個
別
審
査
制
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
「
改
俊
の
状
」
な
ど
の
実
質
的
要
件
を
考
慮
せ
ず
に
、
刑
期
の
経
過
と
い
う
形
式
的
要
件
の
充
足
の
み
に
よ
っ
て

受
刑
者
を
仮
に
釈
放
す
る
の
が
必
要
的
仮
釈
放
と
呼
ば
れ
る
制
度
で
あ
る
。
古
く
は
、
国
際
刑
法
監
獄
会
議
で
も
検
討
の
対
象
と

（
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

な
り
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
一
九
七
〇
年
以
降
、
パ
ロ
ー
ル
制
度
の
廃
止
や
縮
小
に
伴
い
必
要
的
仮
釈
放
が
主
流
に
な
り
つ
つ
あ
る
が
、

日
本
で
も
一
九
六
〇
年
代
以
降
の
刑
法
改
正
作
業
の
過
程
に
お
い
て
提
案
さ
れ
、
一
九
七
〇
年
代
に
始
ま
る
監
獄
法
改
正
作
業
で
も
、

善
時
制
な
い
し
善
時
的
仮
釈
放
の
導
入
と
い
う
形
で
議
論
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
必
要
的
仮
釈
放
に
は
幾
つ
か
大
き
な
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

度
的
問
題
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
刑
法
改
正
作
業
で
は
草
案
作
成
以
前
の
早
い
時
点
で
姿
を
消
し
、
監
獄
法
改
正
作
業
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

て
も
法
制
審
議
会
の
「
監
獄
法
改
正
の
骨
子
と
な
る
要
綱
」
に
盛
り
込
ま
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
そ
の
後
殆
ど
取
り
上
げ
ら

れ
な
く
な
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
二
〇
〇
二
年
に
発
覚
し
た
名
古
屋
刑
務
所
受
刑
者
死
傷
事
件
を
契
機
と
し
て
再
開
さ
れ
た
監
獄
法
全
面
改
正
を
巡
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

論
議
の
過
程
で
再
び
同
制
度
の
導
入
を
求
め
る
主
張
が
展
開
さ
れ
た
の
に
加
え
、
保
護
観
察
対
象
者
の
重
大
再
犯
を
契
機
と
し
た
更

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

生
保
護
制
度
の
見
直
し
論
議
に
お
い
て
も
、
必
要
的
仮
釈
放
の
導
入
を
求
め
る
提
案
が
な
さ
れ
る
な
ど
、
必
要
的
仮
釈
放
が
再
び
脚

光
を
浴
び
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
は
従
来
と
変
わ
ら
ぬ
主
張
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
か
つ
て
必
要
的
仮
釈
放
に
対

し
て
加
え
ら
れ
た
批
判
さ
え
克
服
さ
れ
て
い
な
い
ば
か
り
か
、
制
度
化
に
あ
た
っ
て
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
具
体
的
な
間
題

も
全
く
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
必
要
的
仮
釈
放
に
は
、
理
論
上
一
定
の
意
義
が
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
現
実
の
制
度
論
と
し
て
は
多

2



く
の
問
題
が
予
想
さ
れ
る
ば
か
り
か
、
看
過
で
き
な
い
本
質
的
な
矛
盾
や
欠
陥
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
必
要
的
仮
釈
放
制

度
の
問
題
と
限
界
を
批
判
的
な
立
場
か
ら
検
討
を
加
え
る
と
と
も
に
、
筆
者
の
基
本
的
な
問
題
意
識
で
あ
る
仮
釈
放
や
満
期
釈
放
後

の
再
犯
防
止
か
ら
も
同
制
度
が
殆
ど
無
力
に
等
し
い
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

必要的仮釈放制度に対する批判的検討

II

必
要
的
仮
釈
放
の
概
念

　
実
質
的
要
件
を
考
慮
せ
ず
、
一
定
期
間
の
刑
の
執
行
に
よ
り
受
刑
者
を
刑
期
よ
り
も
早
期
に
釈
放
す
る
制
度
が
必
要
的
仮
釈
放
で

あ
る
。
こ
れ
に
は
幾
つ
か
の
類
型
が
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
は
、
刑
期
の
六
分
の
五
や
五
分
の
四
と
い
っ
た
一
定
期
間
の
刑
の
執
行
に

よ
り
自
動
的
に
仮
釈
放
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
我
が
国
の
刑
法
改
正
作
業
に
お
い
て
法
制
審
議
会
刑
事
法
特
別
部
会
の
小
委
員
会
が

作
成
し
た
小
委
員
会
参
考
案
（
以
下
、
「
第
一
次
案
」
と
い
う
。
）
の
「
別
案
」
は
、
「
二
年
以
上
の
有
期
の
懲
役
又
は
禁
固
に
処
せ
ら

れ
た
者
が
、
執
行
す
べ
き
刑
期
の
六
分
の
五
を
経
過
し
た
と
き
、
又
は
不
定
期
刑
を
受
け
て
い
る
者
が
、
長
期
の
六
分
の
五
を
経
過

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

し
た
と
き
は
、
仮
に
こ
れ
を
釈
放
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
（
第
八
八
条
三
項
）
と
規
定
し
、
執
行
刑
期
の
六
分
の
五
を
経
過
し
た

時
点
で
受
刑
者
を
仮
釈
放
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
た
。
こ
う
し
た
一
定
期
間
の
刑
の
執
行
に
よ
り
自
動
的
に
仮
釈
放
に
付
す
必
要
的

仮
釈
放
を
、
こ
こ
で
は
真
正
必
要
的
仮
釈
放
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
も
っ
と
も
、
「
別
案
」
で
も
、
「
但
し
、
明
ら
か
に
釈
放
後
再
び

罪
を
犯
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
し
て
除
外
事
由
を
認
め
、
全
て
の
受
刑
者
を
例
外
な
く
仮
釈
放
す
る
こ

と
に
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
こ
れ
を
完
全
な
必
要
的
仮
釈
放
と
言
い
う
る
か
ど
う
か
は
疑
問
が
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
も
う
一
つ
の
必
要
的
仮
釈
放
が
、
善
時
制
（
讐
＆
出
ヨ
①
亀
器
ヨ
）
と
組
み
合
わ
せ
る
形
で
行
わ
れ
る
も
の
で
あ

り
、
刑
事
施
設
内
で
の
行
状
が
良
い
こ
と
、
即
ち
善
行
保
持
に
よ
り
、
毎
月
、
一
定
の
日
数
（
善
時
）
を
加
算
し
て
い
き
、
そ
の
合

計
日
数
を
満
期
釈
放
日
か
ら
逆
算
し
て
得
ら
れ
た
日
に
仮
釈
放
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
で
今
日
広
く
採
用
さ
れ
て
い
る

3
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ヨ
き
3
8
曼
8
一
窪
器
も
こ
れ
に
当
た
る
。
釈
放
後
に
社
会
内
処
遇
と
し
て
の
保
護
観
察
（
8
ヨ
ヨ
琶
一
身
ω
巷
霞
く
巨
2
）
が
行
わ

れ
る
点
は
パ
ロ
ー
ル
（
冨
邑
①
）
と
同
様
で
あ
る
が
、
パ
ロ
ー
ル
の
よ
う
に
委
員
会
が
受
刑
者
の
仮
釈
放
の
許
否
を
個
別
に
審
査
す

る
こ
と
は
な
く
、
毎
月
の
善
行
保
持
だ
け
が
評
価
の
対
象
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
善
時
制
を
組
み
合
わ
せ
た
必
要
的
仮
釈
放
を
、
本

稿
で
は
善
時
的
仮
釈
放
と
呼
び
、
必
要
に
応
じ
真
正
必
要
的
仮
釈
放
と
区
別
し
て
議
論
す
る
こ
と
に
す
る
。
「
第
一
次
案
」
の
「
B

案
」
は
、
「
二
年
以
上
の
有
期
の
懲
役
又
は
禁
固
に
処
せ
ら
れ
た
者
が
、
刑
事
施
設
内
に
お
い
て
善
行
を
保
持
し
、
執
行
す
べ
き
刑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

期
の
六
分
の
五
を
経
過
し
た
と
き
は
、
他
の
法
律
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
仮
に
こ
れ
を
釈
放
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
規

定
し
、
善
行
保
持
を
要
件
に
加
え
て
い
る
こ
と
か
ら
善
時
的
仮
釈
放
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
善
時
日
数
を
加
算
し
て
い
く
の

で
は
な
く
、
善
行
保
持
を
要
件
と
し
て
刑
期
の
六
分
の
一
に
相
当
す
る
期
間
だ
け
釈
放
を
早
め
る
制
度
が
想
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
、

む
し
ろ
真
正
必
要
的
仮
釈
放
制
度
に
近
い
。

　
一
方
、
日
弁
連
も
一
九
七
五
年
に
「
刑
事
拘
禁
法
要
綱
」
（
以
下
、
「
要
綱
」
と
い
う
。
）
を
公
表
し
た
際
、
賞
遇
の
項
目
の
中
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

「
善
時
釈
放
」
の
制
度
を
提
案
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
刑
期
六
月
以
上
の
受
刑
者
が
入
所
後
三
月
を
経
過
し
た
後
の
月
初
以

後
の
行
状
に
つ
き
、
善
行
を
保
持
し
て
一
月
を
経
過
し
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
そ
の
一
月
ご
と
に
五
日
を
善
時
日
数
と
す
る
こ

と
」
と
し
た
う
え
で
、
「
受
刑
者
は
、
善
時
日
数
の
累
積
日
数
を
刑
期
終
了
日
か
ら
逆
算
し
て
縮
減
し
た
日
か
ら
三
日
以
内
に
（
刑

法
第
二
八
条
に
規
定
す
る
）
行
政
官
庁
の
処
分
が
あ
っ
た
も
の
と
し
て
、
仮
に
釈
放
さ
れ
る
」
と
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
法
制
審
議
会
監
獄
法
改
正
部
会
に
お
い
て
も
、
弁
護
士
委
員
の
提
案
に
よ
り
「
善
行
釈
放
」
と
呼
ば
れ
る
善
時
的
仮
釈
放

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

制
度
の
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
善
時
日
数
は
月
三
日
の
割
合
と
す
る
案
（
乙
案
）
が
土
台
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
に

対
応
し
て
か
、
日
弁
連
の
「
『
監
獄
法
改
正
の
骨
子
と
な
る
要
綱
』
に
対
す
る
意
見
書
」
（
以
下
、
「
意
見
書
」
と
い
う
。
）
で
も
善
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

日
数
は
月
三
日
と
さ
れ
た
が
、
一
九
八
四
年
の
「
監
獄
法
改
正
に
関
す
る
対
策
本
部
試
案
」
（
以
下
、
「
試
案
」
と
い
う
。
）
で
は
再
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

月
五
日
の
割
合
に
戻
さ
れ
、
さ
ら
に
一
九
九
二
年
に
作
成
さ
れ
た
日
弁
連
の
「
刑
事
被
拘
禁
者
の
処
遇
に
関
す
る
法
律
案
」
（
以
下
、

4
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「
刑
事
処
遇
法
案
」
と
い
う
。
）
で
は
、
「
一
年
を
超
え
て
事
故
に
該
当
す
る
こ
と
な
く
経
過
し
た
年
数
一
年
ご
と
に
、
前
項
の
日
数

［
筆
者
註
善
時
日
数
］
に
一
日
を
加
算
し
た
日
数
と
す
る
。
た
だ
し
、
一
月
に
つ
き
一
〇
日
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
B
）

長
期
受
刑
者
へ
の
善
時
日
数
の
特
別
加
算
を
追
加
し
て
い
る
。

　
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
提
案
は
、
監
獄
法
改
正
の
中
で
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
仮
釈
放
制
度
の
根
幹
を
定
め
る
刑
法
改
正
に
焦

点
を
当
て
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
「
要
綱
」
や
「
意
見
書
」
で
は
、
善
時
日
数
を
刑
期
終
了
日
か
ら
逆
算
し
て
得
ら
れ
る

日
に
刑
法
第
二
八
条
で
言
う
と
こ
ろ
の
行
政
官
庁
の
処
分
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
し
、
ま
た
無
期
刑
の
場
合
は
、
そ
の
刑
期
を
二
〇

年
と
み
な
す
と
い
う
み
な
し
規
定
を
お
い
て
い
る
ほ
か
、
刑
法
に
基
づ
く
従
来
の
裁
量
的
仮
釈
放
制
度
と
善
時
的
仮
釈
放
を
併
存
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

せ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。

　
一
方
、
仮
釈
放
「
原
則
化
」
論
と
い
う
主
張
も
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
論
者
の
一
人
で
あ
る
朝
倉
京
一
氏
は
、
現
行
の
仮
釈

放
制
度
を
維
持
す
べ
き
と
し
、
必
要
的
仮
釈
放
は
、
改
正
刑
法
草
案
に
至
る
慎
重
な
審
議
の
後
否
決
さ
れ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
将

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

来
の
立
法
論
と
し
て
残
す
こ
と
で
足
り
る
と
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
「
原
則
化
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
裁
量
的
仮
釈
放
制
度
の

下
、
犯
罪
者
の
社
会
復
帰
を
援
助
す
る
た
め
、
で
き
る
だ
け
そ
の
適
用
を
積
極
化
し
て
い
く
こ
と
で
あ
っ
て
、
必
要
的
仮
釈
放
の
導

入
を
直
ち
に
主
張
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
朝
倉
氏
は
、
必
要
的
仮
釈
放
の
制
度
化
を
完
全
に
否
定
し
て
い
る
訳
で
は
な
い

上
、
「
累
犯
者
に
つ
い
て
は
、
更
生
の
意
欲
に
乏
し
く
、
再
犯
の
お
そ
れ
が
大
き
い
」
と
い
う
「
事
実
は
、
パ
ロ
ー
ル
と
し
て
の
仮

釈
放
制
度
の
下
に
あ
っ
て
は
、
保
護
観
察
と
し
て
行
わ
れ
る
強
力
な
社
会
復
帰
の
援
助
に
よ
っ
て
、
ま
さ
に
克
服
さ
れ
な
け
れ
ば
な

　
（
1
6
）

ら
な
い
」
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
改
正
刑
法
草
案
の
常
習
累
犯
に
対
す
る
不
定
期
刑
制
度
（
改
正
刑
法
草
案
第
五
八
条
・
五
九
条
）

の
導
入
を
前
提
と
し
て
い
る
節
は
あ
る
も
の
の
、
再
犯
の
可
能
性
が
高
い
者
も
含
め
た
仮
釈
放
の
運
用
を
提
唱
し
、
問
題
は
保
護
観

察
に
よ
っ
て
対
応
す
べ
き
だ
と
し
て
い
る
点
で
は
、
必
要
的
仮
釈
放
の
主
張
と
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

5
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III

必
要
的
仮
釈
放
の
意
義

　
必
要
的
仮
釈
放
が
現
在
の
仮
釈
放
と
決
定
的
に
異
な
る
の
は
、
地
方
更
生
保
護
委
員
会
の
よ
う
な
仮
釈
放
審
査
機
関
が
個
別
に
実

質
的
要
件
の
具
備
を
審
査
し
、
許
否
を
決
定
す
る
の
で
は
な
く
、
一
定
刑
期
の
経
過
を
も
っ
て
自
動
的
に
仮
釈
放
に
付
す
点
に
あ
る
。

善
時
的
仮
釈
放
の
場
合
、
各
月
の
善
時
日
数
の
判
定
は
行
わ
れ
る
も
の
の
、
所
内
規
律
違
反
の
有
無
、
即
ち
懲
罰
の
有
無
だ
け
を
判

断
基
準
と
す
る
た
め
、
そ
の
点
だ
け
を
見
れ
ば
形
式
的
・
客
観
的
な
判
断
と
な
る
（
但
し
、
懲
罰
の
適
用
に
つ
い
て
裁
量
や
実
質
的
判

断
が
入
り
込
む
余
地
が
あ
る
こ
と
に
は
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
）
。
従
来
、
善
時
的
仮
釈
放
が
提
唱
さ
れ
て
き
た
理
由
の
一
つ
も
、
仮
釈

放
審
査
の
裁
量
性
を
問
題
視
し
、
客
観
的
な
仮
釈
放
審
査
を
実
現
す
る
こ
と
に
あ
る
。

　
日
弁
連
も
、
「
要
綱
」
の
説
明
書
の
中
で
は
「
『
善
時
釈
放
』
は
、
現
行
法
の
仮
釈
放
に
善
時
制
の
精
神
と
長
所
を
加
え
る
も
の
」

で
あ
り
、
「
こ
れ
に
よ
っ
て
、
懸
案
の
仮
釈
放
請
求
権
の
問
題
の
解
決
に
一
歩
を
進
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
説
明
す
る
に

　
　
（
1
7
）

止
ま
る
が
、
そ
の
後
、
法
制
審
議
会
監
獄
法
部
会
に
お
い
て
な
さ
れ
た
説
明
で
は
、
「
善
行
保
持
と
い
う
比
較
的
に
客
観
的
判
定
が

可
能
な
基
準
に
よ
っ
て
、
一
定
期
間
の
仮
釈
放
を
認
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
が
、
仮
釈
放
制
度
の
公
平
な
運
用
を
期
す
る
た
め
に
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

効
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
意
見
書
」
に
お
い
て
も
、
善
時
制
を
累
進
処
遇
制
度
廃
止
後
の
受
刑
者
の
「
関
心
と
協
力
」

を
確
保
す
る
と
い
う
秩
序
維
持
の
措
置
と
位
置
付
け
た
う
え
で
、
今
日
の
地
方
更
生
保
護
委
員
会
の
仮
釈
放
審
査
が
恣
意
的
で
、
不

公
平
な
も
の
で
あ
り
、
職
員
へ
の
ゴ
マ
ス
リ
や
ス
パ
イ
行
為
に
走
る
受
刑
者
が
早
期
仮
釈
放
を
得
て
い
る
た
め
、
無
事
故
・
無
違
反

と
い
う
客
観
的
な
指
標
を
用
い
る
善
時
制
と
仮
釈
放
を
連
動
さ
せ
る
こ
と
が
、
「
受
刑
者
に
と
っ
て
不
公
平
感
を
払
拭
さ
せ
、
善
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

に
励
ま
せ
る
最
良
の
方
策
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
「
要
綱
」
で
は
、
「
善
時
釈
放
と
は
、
『
無
事
故
釈
放
』
の
こ
と
で
あ
る
と
割
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

切
っ
た
」
と
ま
で
し
て
い
る
。

　
も
っ
と
も
、
当
時
の
日
弁
連
も
、
「
何
等
の
事
故
に
も
該
当
せ
ず
に
長
期
間
善
行
を
保
持
す
る
こ
と
は
、
受
刑
者
に
と
っ
て
は
必

6
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ず
し
も
容
易
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
善
時
日
数
の
確
保
と
い
う
目
的
の
た
め
に
、
事
故
を
避
け
な
が
ら
生
活
す
る
こ
と
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
21
）

忍
耐
力
や
責
任
感
を
養
う
こ
と
に
な
」
る
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
善
時
制
を
刑
事
施
設
内
で
の
秩
序
維
持
の
た
め
の
手
段
と
し
て

だ
け
で
は
な
く
、
そ
こ
に
最
低
限
で
は
あ
る
が
処
遇
と
し
て
一
定
の
意
義
を
見
い
だ
し
て
い
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
こ
う
し
た

従
来
の
主
張
を
み
る
限
り
、
日
弁
連
は
、
受
刑
者
に
申
請
権
が
な
く
、
刑
事
施
設
か
ら
の
申
請
と
情
報
提
供
に
よ
り
実
質
的
に
仮
釈

放
が
左
右
さ
れ
る
現
行
の
仮
釈
放
制
度
は
、
受
刑
者
の
施
設
迎
合
的
な
態
度
を
助
長
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
許
可
基
準
も
客
観
的

に
判
断
す
る
こ
と
が
困
難
で
、
地
方
更
生
保
護
委
員
会
の
審
査
も
恣
意
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
前
提
に
立
っ
た
う
え
で
、

善
時
制
は
所
内
で
の
善
行
保
持
と
秩
序
維
持
に
資
す
る
制
度
で
あ
り
、
所
内
で
無
事
故
・
無
違
反
の
受
刑
者
に
対
し
て
自
動
的
に
釈

放
日
を
短
縮
す
る
こ
と
で
、
公
正
・
公
平
・
客
観
的
な
仮
釈
放
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
善
時
的
仮
釈
放
を
提
案
し
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
し
か
し
、
所
内
の
善
行
保
持
や
秩
序
維
持
に
資
す
る
制
度
は
何
も
善
時
制
に
限
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
監
獄
法
下
で
の

累
進
処
遇
も
受
刑
者
の
善
行
保
持
や
秩
序
維
持
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
し
、
刑
事
収
容
施
設
及
び
被
収
容
者
等
の
処
遇
に
関
す
る
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

律
（
以
下
、
刑
事
収
容
施
設
・
被
収
容
者
処
遇
法
と
い
う
。
）
で
の
優
遇
措
置
も
同
様
で
あ
る
。
善
時
制
は
、
釈
放
時
期
の
早
期
化
に
結

び
つ
く
た
め
、
受
刑
者
の
善
行
保
持
に
効
果
が
あ
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
受
刑
者
の
善
行
保
持
や
秩

序
維
持
の
た
め
だ
け
に
善
時
制
（
善
時
的
仮
釈
放
）
を
導
入
す
べ
き
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
仮
釈
放
に
は
、
受
刑
者
の
更
生
と
再
犯

防
止
を
目
的
と
し
た
処
遇
と
し
て
の
固
有
の
意
義
と
役
割
（
機
能
）
が
あ
る
べ
き
で
あ
り
、
所
内
で
の
善
行
保
持
や
秩
序
維
持
の
み

を
根
拠
と
し
て
仮
釈
放
制
度
の
あ
り
方
を
論
ず
べ
き
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
、
所
内
で
の
善
行
保
持
を
理
由
と
し
て
仮
釈
放
の
時
期

を
決
定
す
る
と
い
う
発
想
は
、
所
内
で
の
善
行
保
持
が
社
会
復
帰
処
遇
の
一
要
素
で
あ
る
と
言
っ
た
と
こ
ろ
で
、
仮
釈
放
を
一
種
の

恩
恵
と
見
る
立
場
と
実
質
的
に
大
差
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
ま
た
、
日
弁
連
の
言
う
仮
釈
放
審
査
の
公
正
さ
と
い
う
観
点
に
も
問
題
が
あ
る
。
現
在
の
地
方
更
生
保
護
委
員
会
に
よ
る
仮
釈
放

7
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が
個
別
審
査
制
で
あ
る
以
上
、
そ
こ
に
裁
量
の
余
地
が
あ
る
こ
と
は
疑
い
も
な
く
、
そ
れ
よ
り
は
善
時
的
仮
釈
放
の
方
が
仮
釈
放
日

の
決
定
が
形
式
的
に
な
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
よ
う
な
仮
釈
放
は
、
対
象
者
に
と
っ
て
都
合
が
よ
い
だ
け
で
、
対
象
者

の
再
犯
防
止
や
社
会
復
帰
の
面
に
お
い
て
「
公
正
」
で
あ
る
と
い
う
保
障
は
な
い
。
繰
り
返
す
が
、
仮
釈
放
に
は
、
受
刑
者
の
更
生

と
再
犯
防
止
を
図
る
た
め
裁
判
所
が
言
渡
し
た
刑
期
よ
り
早
期
の
釈
放
を
行
う
も
の
で
あ
っ
て
、
許
否
の
判
断
が
形
式
的
・
客
観
的

で
あ
れ
ば
そ
れ
で
足
り
る
と
い
う
類
の
も
の
で
は
な
い
。
本
来
の
目
的
と
は
凡
そ
縁
の
な
い
基
準
に
よ
っ
て
仮
釈
放
の
判
断
が
な
さ

れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
が
、
犯
罪
者
処
遇
の
原
則
と
し
て
個
別
処
遇
が
支
持
さ
れ
、
仮
釈
放
も
そ
の
一
方
策
で
あ

る
以
上
、
そ
こ
に
は
個
々
の
受
刑
者
の
事
情
や
問
題
性
に
応
じ
た
裁
量
的
判
断
が
な
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
り
、
後
は
実
務
の
中

で
判
断
の
妥
当
性
・
的
確
性
を
高
め
る
努
力
が
続
け
ら
れ
れ
ば
よ
い
。
新
応
報
刑
論
（
冒
ω
酢
号
器
こ
や
公
正
モ
デ
ル
の
潮
流
の
中

で
、
そ
れ
ま
で
拡
大
さ
れ
て
き
た
不
定
期
刑
や
パ
ロ
ー
ル
の
適
用
が
批
判
さ
れ
た
一
九
七
〇
年
代
中
盤
の
ア
メ
リ
カ
の
状
況
と
は
全

く
異
な
る
。

　
さ
ら
に
現
行
仮
釈
放
制
度
に
対
す
る
批
判
と
し
て
、
「
刑
務
所
内
部
に
は
、
仮
釈
放
申
請
目
前
の
受
刑
者
に
喧
嘩
を
し
か
け
て
、

そ
の
仮
釈
放
を
つ
ぶ
し
て
し
ま
う
よ
う
な
心
な
い
同
囚
も
い
な
い
わ
け
で
な
い
」
と
し
て
、
こ
れ
を
「
制
度
の
歪
み
」
と
す
る
も
の

　
　
（
潟
）

が
あ
る
が
、
こ
れ
は
制
度
の
欠
陥
で
も
何
で
も
な
い
。
善
時
的
仮
釈
放
で
も
仮
釈
放
直
前
に
他
の
受
刑
者
か
ら
喧
嘩
を
け
し
か
け
ら

れ
、
こ
れ
に
応
じ
て
し
ま
え
ば
、
懲
罰
と
な
り
善
時
は
全
て
没
収
さ
れ
、
善
時
的
仮
釈
放
は
行
わ
れ
な
く
な
る
の
で
、
状
況
は
全
く

同
じ
で
あ
る
。
懲
罰
に
処
す
る
か
否
か
、
善
時
を
没
収
す
る
か
否
か
喧
嘩
の
状
況
な
ど
を
判
断
し
て
適
切
に
対
応
す
れ
ば
こ
う
し
た

事
態
は
防
げ
る
と
言
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
自
体
が
将
に
「
個
別
的
審
査
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
現
行
の
仮
釈
放
制
度
で
も

同
様
で
あ
る
。
逆
に
、
善
時
的
仮
釈
放
に
し
た
か
ら
と
言
っ
て
、
懲
罰
や
善
時
の
付
与
に
お
い
て
そ
う
し
た
個
別
審
査
が
入
り
込
む

余
地
は
幾
ら
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
現
行
の
仮
釈
放
制
度
の
よ
う
に
、
処
遇
の
成
否
や
更
生
の
可
能
性
な

ど
を
受
刑
者
毎
に
個
別
審
査
す
る
ほ
う
が
、
よ
り
合
理
的
で
あ
り
、
合
目
的
的
で
あ
る
。

8
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ま
た
、
仮
釈
放
が
刑
事
施
設
か
ら
の
情
報
提
供
に
よ
っ
て
実
質
的
に
左
右
さ
れ
て
い
る
と
か
、
委
員
会
の
審
査
が
恣
意
的
な
も
の

と
な
っ
て
い
る
と
い
う
主
張
は
、
実
際
の
実
務
を
正
し
く
捉
え
て
い
る
と
は
思
え
ず
、
む
し
ろ
論
者
の
思
想
に
属
す
る
も
の
で
あ

（
2
4
）

ろ
う
。
そ
れ
は
さ
て
お
く
と
し
て
も
、
現
在
の
仮
釈
放
制
度
が
受
刑
者
の
施
設
迎
合
的
な
態
度
の
み
を
助
長
す
る
も
の
と
し
て
批
判

し
て
お
き
な
が
ら
、
受
刑
者
の
施
設
内
の
態
度
だ
け
で
善
時
の
決
定
を
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
以
上
に
受
刑
者
の
施
設
迎
合
的
な
態

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

度
ば
か
り
を
助
長
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
善
時
制
を
主
張
す
る
の
は
自
己
矛
盾
で
あ
る
。
「
仮
釈
放
を
得
よ
う
と
思
え
ば
、
ま
ず
刑
事

施
設
の
担
当
者
に
好
印
象
を
持
た
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
そ
の
面
前
に
お
い
て
は
表
面
的
な
繕
い
を

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
施
設
の
担
当
者
は
仮
釈
放
を
て
こ
に
し
な
が
ら
、
施
設
の
規
律
維
持
を
は
か
っ
た
り
受
刑
者
に

服
従
を
求
め
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
本
来
の
制
度
目
的
で
あ
る
改
俊
の
情
［
筆
者
註
本
文
の
ま
ま
］
や
再
犯
の
可
能
性
と
は
必
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

し
も
結
び
つ
か
な
い
事
情
で
、
運
用
さ
れ
る
弊
害
が
生
じ
ま
す
。
」
と
い
う
日
弁
連
の
批
判
は
、
そ
の
ま
ま
善
時
（
的
仮
釈
放
）
制

度
に
も
当
て
は
ま
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
「
意
見
書
」
は
、
仮
釈
放
の
審
査
が
化
学
分
析
の
よ
う
に
明
確
な
デ
ー
タ
を
も

っ
て
示
さ
れ
る
こ
と
な
ど
あ
り
得
ず
、
「
無
違
反
状
態
の
継
続
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
最
も
客
観
的
な
デ
ー
タ
で
あ
る
」
か
ら
、
「
結
果

と
し
て
迎
合
的
受
刑
者
が
こ
の
制
度
の
恩
恵
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
実
態
と
の
ズ
レ
が
生
じ
て
も
、
そ
れ
は
現
行
審
査
制
度
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

け
る
同
様
の
実
態
と
の
ズ
レ
と
い
ず
れ
が
大
き
く
、
い
ず
れ
が
小
さ
い
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
裁
量

的
仮
釈
放
に
比
べ
、
個
別
審
査
の
精
度
を
上
げ
う
る
工
夫
や
余
地
の
な
い
善
時
的
仮
釈
放
の
方
が
「
実
態
と
の
ズ
レ
」
が
小
さ
い
と

い
う
こ
と
は
考
え
に
く
く
、
現
行
の
制
度
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
問
題
の
大
き
い
方
に
制
度
を
変
え
る
必
要
は
な
い
。

　
他
方
、
自
由
刑
の
本
質
と
も
言
う
べ
き
身
体
の
拘
束
に
伴
う
弊
害
を
問
題
視
し
、
こ
の
拘
禁
に
よ
る
弊
害
を
最
小
化
す
る
義
務
を

国
家
は
有
す
る
と
し
て
、
』
般
的
で
絶
対
的
な
拘
禁
期
間
の
短
縮
化
」
に
結
び
つ
く
仮
釈
放
制
度
を
導
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

と
い
う
立
場
か
ら
必
要
的
仮
釈
放
の
導
入
を
主
張
す
る
見
解
も
あ
る
。
こ
う
し
た
立
場
は
、
そ
も
そ
も
自
由
刑
と
い
う
刑
罰
そ
の
も

の
に
対
し
懐
疑
的
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
に
代
わ
る
刑
罰
を
見
い
だ
せ
な
い
た
め
に
や
む
を
得
ず
自
由
刑
を
適
用
し
て
い

9
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る
と
い
う
思
想
が
深
底
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
自
由
刑
の
も
つ
意
義
を
全
く
評
価
し
な
い
ば
か
り
か
、
自
由
刑
に
は
弊
害
が

あ
る
か
ら
早
く
出
す
の
が
よ
い
と
い
う
単
純
な
理
屈
が
あ
る
だ
け
で
、
説
得
力
を
欠
く
。
こ
う
し
た
理
屈
を
採
る
の
で
あ
れ
ば
、
自

由
刑
を
廃
止
し
、
そ
れ
に
代
わ
る
社
会
内
刑
（
8
旨
ヨ
琶
芽
宕
三
警
ヨ
①
邑
か
社
会
内
処
遇
を
提
唱
す
れ
ば
よ
い
は
ず
で
あ
る
。

そ
れ
が
で
き
な
い
か
ら
こ
そ
「
止
む
を
得
ず
」
自
由
刑
を
維
持
す
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
釈
放
が
早
け
れ
ば
早

い
ほ
ど
受
刑
者
の
更
生
や
社
会
復
帰
が
上
手
く
い
く
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
善
時
の
累
積

で
僅
か
ば
か
り
早
期
に
釈
放
す
る
善
時
的
仮
釈
放
の
主
張
に
留
ま
る
こ
と
は
、
中
途
半
端
の
感
を
拭
え
な
い
。
日
弁
連
に
よ
る
必
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

的
仮
釈
放
制
度
提
案
の
理
由
に
も
こ
う
し
た
早
期
の
仮
釈
放
と
い
う
意
図
が
感
じ
ら
れ
る
が
、
早
期
に
釈
放
す
る
こ
と
だ
け
で
良
好

な
社
会
復
帰
が
実
現
す
る
と
い
う
の
で
は
余
り
に
も
楽
観
的
で
あ
る
と
と
も
に
、
処
遇
困
難
者
に
つ
い
て
も
後
は
「
英
知
を
絞
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
30
）

…
（
中
略
）
…
特
別
な
対
策
を
模
索
す
る
」
と
す
る
だ
け
で
何
等
具
体
的
な
提
言
も
な
い
の
で
は
、
受
刑
者
の
利
害
の
み
を
考
慮
し
、

社
会
の
安
全
や
被
害
者
へ
の
配
慮
に
欠
け
る
ば
か
り
か
、
受
刑
者
自
身
の
「
真
の
意
味
で
の
」
社
会
復
帰
に
も
関
心
が
な
い
、
と
評

さ
れ
て
も
仕
方
な
か
ろ
う
。

　
以
上
の
よ
う
な
必
要
的
仮
釈
放
の
提
案
理
由
は
い
ず
れ
も
説
得
力
を
欠
く
も
の
で
あ
る
。
も
し
必
要
的
仮
釈
放
に
意
義
が
あ
る
と

す
れ
ば
、
そ
れ
は
原
則
と
し
て
全
て
の
受
刑
者
に
対
し
て
保
護
観
察
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
に
こ
そ
求
め
る
べ
き
で

あ
り
、
そ
れ
が
必
要
的
仮
釈
放
の
最
大
に
し
て
、
且
つ
最
も
説
得
力
の
あ
る
提
案
理
由
で
あ
る
。
平
野
龍
一
博
士
は
、
必
要
的
仮
釈

放
に
は
疑
間
を
呈
さ
れ
る
が
、
同
制
度
の
意
義
を
「
刑
の
執
行
が
終
わ
っ
て
は
じ
め
て
釈
放
で
き
る
よ
う
な
危
険
な
犯
罪
人
が
全
く

保
護
観
察
を
受
け
る
こ
と
な
く
た
だ
ち
に
野
放
し
に
な
る
と
い
う
事
態
、
あ
る
い
は
刑
期
満
了
の
直
前
に
釈
放
さ
れ
て
ご
く
僅
か
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

期
間
し
か
保
護
観
察
を
受
け
な
い
と
い
う
状
態
は
防
止
さ
れ
る
」
と
正
当
に
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
矯
正
処
遇
の
本
質
と
限
界
に
照
ら
す
と
更
に
明
確
と
な
る
。
つ
ま
り
、
矯
正
処
遇
に
独
自
の
意
義
と
重
要
性
が
認

め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
基
本
的
に
自
由
を
拘
束
さ
れ
る
か
、
監
視
下
に
置
か
れ
て
の
処
遇
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
く
、
こ
の
状

10
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態
で
社
会
復
帰
や
更
生
を
見
極
め
る
こ
と
に
は
限
界
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
筆
者
は
、
矯
正
処
遇
の
過
程
に
お
い
て
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
瀧
）

処
遇
の
展
開
と
本
人
の
改
善
更
生
の
度
合
い
に
応
じ
て
開
放
度
を
高
め
な
が
ら
処
遇
を
行
う
段
階
的
処
遇
を
提
唱
し
て
い
る
が
、
自

由
刑
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
で
も
や
は
り
一
定
程
度
の
自
由
制
限
は
あ
る
。
一
方
、
受
刑
者
が
満
期
釈
放
と
な
れ
ば
、
本
人
の
意
思
に

拠
ら
ず
に
社
会
復
帰
の
様
子
を
見
極
め
る
こ
と
も
、
指
導
監
督
や
補
導
援
護
を
行
う
こ
と
も
不
可
能
と
な
り
（
本
人
が
希
望
す
れ
ば

更
生
緊
急
保
護
は
可
能
で
あ
る
）
、
僅
か
な
残
刑
期
間
を
残
し
て
仮
釈
放
と
な
っ
た
場
合
も
、
程
度
の
差
は
あ
れ
、
同
様
の
問
題
が
妥

当
す
る
。
そ
こ
で
、
段
階
的
処
遇
の
最
終
段
階
と
し
て
、
受
刑
者
に
大
幅
な
自
由
と
自
律
の
機
会
を
与
え
、
自
ら
の
心
的
統
制
に
よ

り
、
遵
法
的
な
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
観
察
す
る
と
と
も
に
、
更
生
や
社
会
復
帰
に
必
要
な
援
助
を
行
う
こ
と
が
必

要
で
あ
り
、
こ
う
し
た
社
会
内
処
遇
と
し
て
の
保
護
観
察
の
機
会
を
設
け
る
制
度
が
仮
釈
放
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
処
遇
と
し
て
の
仮
釈
放
制
度
が
発
展
す
る
な
か
で
唱
え
ら
れ
た
仮
釈
放
の
目
的
な
い
し
機
能
に
関
す
る
伝
統
的
な
思
想
で

　
　
（
潟
）

あ
る
が
、
や
は
り
こ
れ
が
仮
釈
放
の
本
質
と
あ
る
べ
き
姿
を
正
確
に
捉
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
畳
上
の
水
練
」
と
い
う
言

葉
が
あ
る
が
、
畳
の
上
（
刑
事
施
設
）
で
幾
ら
水
泳
（
社
会
復
帰
）
の
練
習
を
し
て
も
泳
ぐ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
は
な
ら
ず
、
ま

た
泳
ぐ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ど
う
か
も
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
最
終
的
に
は
や
は
り
水
の
中
（
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

会
）
で
し
か
泳
ぐ
練
習
と
成
果
の
確
認
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
仮
釈
放
が
受
刑
者
に
対
し
実
際
の
社
会
の
中
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
35
）

更
生
と
再
犯
防
止
を
図
る
た
め
の
処
遇
の
機
会
を
与
え
、
そ
の
成
果
を
評
価
す
る
期
問
で
あ
る
べ
き
と
す
れ
ば
、
必
要
的
仮
釈
放
は
、

単
な
る
施
設
内
で
の
善
行
保
持
に
よ
る
消
極
的
な
処
遇
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
仮
釈
放
を
将
に
自
由
刑
終
了
前
の
必
須
の
過
程

と
み
て
、
全
て
の
受
刑
者
に
対
し
一
定
期
間
の
保
護
観
察
を
行
う
た
め
の
制
度
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
べ
き
こ
と
に
な
る
。

　
刑
法
改
正
作
業
に
お
い
て
必
要
的
仮
釈
放
が
提
案
さ
れ
た
理
由
も
、
将
に
こ
こ
に
あ
る
。
「
第
一
次
案
」
で
同
制
度
の
案
が
盛
り

込
ま
れ
た
理
由
を
、
後
の
改
正
刑
法
草
案
の
説
明
書
は
、
「
受
刑
者
の
改
善
更
生
の
た
め
に
は
刑
事
施
設
内
に
お
け
る
矯
正
処
遇
だ

け
で
は
十
分
で
な
く
、
こ
れ
に
引
き
続
い
て
一
定
期
間
の
施
設
外
処
遇
を
行
う
こ
と
が
是
非
と
も
必
要
で
あ
る
と
い
う
考
え
に
基
づ

11
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き
、
通
常
の
仮
釈
放
を
相
当
と
す
る
事
情
の
認
め
ら
れ
な
い
受
刑
者
に
つ
い
て
も
、
刑
期
の
一
定
割
合
を
経
過
す
れ
ば
必
ず
仮
釈
放

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

の
処
分
を
し
、
保
護
観
察
そ
の
他
の
方
法
に
よ
っ
て
本
人
の
社
会
復
帰
を
円
滑
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
」
で
あ
る
と
解
説
し
て
い
る
。

日
弁
連
も
、
二
〇
〇
五
年
に
発
生
し
た
保
護
観
察
対
象
者
の
重
大
再
犯
を
契
機
と
し
た
更
生
保
護
制
度
の
見
直
し
論
議
の
過
程
に
お

い
て
公
表
し
た
『
「
更
生
保
護
の
あ
り
方
を
考
え
る
有
識
者
会
議
」
報
告
書
に
対
す
る
意
見
』
で
は
、
従
来
の
よ
う
な
善
行
保
持
や

仮
釈
放
審
査
の
不
公
正
さ
な
ど
の
理
由
で
は
な
く
、
処
遇
困
難
者
を
含
め
た
全
て
の
者
に
保
護
観
察
を
行
う
た
め
と
い
う
理
由
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

原
則
仮
釈
放
又
は
善
時
的
仮
釈
放
を
主
張
し
て
い
る
。

　
第
二
に
、
必
要
的
仮
釈
放
に
は
、
更
生
に
支
障
が
予
想
さ
れ
る
受
刑
者
が
満
期
釈
放
と
な
り
、
釈
放
後
、
何
ら
の
指
導
監
督
や
補

導
援
護
も
受
け
ず
、
一
方
で
更
生
の
可
能
性
の
高
い
受
刑
者
が
（
早
期
に
釈
放
さ
れ
る
も
の
の
）
社
会
内
で
の
処
遇
を
受
け
る
こ
と
に

な
る
と
い
う
仮
釈
放
の
ジ
レ
ン
マ
を
解
消
（
な
い
し
緩
和
）
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
利
点
が
あ
る
。
我
が
国
で
は
、
満
期
釈
放

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

者
の
釈
放
後
五
年
間
の
再
入
率
は
六
割
に
達
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
行
の
仮
釈
放
制
度
で
は
再
犯
の
お
そ
れ
が
高
い
受
刑

者
を
仮
釈
放
に
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
満
期
釈
放
と
な
ら
ざ
る
を
得
え
な
い
こ
と
か
ら
、
却
っ
て
社
会
内
で
の
監
督
も
援
護
も
で
き

な
い
と
い
う
限
界
と
矛
盾
が
放
置
さ
れ
て
き
て
い
る
。
こ
う
し
た
問
題
に
対
処
す
る
に
は
幾
つ
か
の
制
度
が
考
え
ら
れ
る
が
、
最
も

簡
便
な
対
処
法
が
必
要
的
仮
釈
放
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
、
理
論
上
、
全
て
の
受
刑
者
が
仮
釈
放
と
な
り
、
満
期
釈
放
者
が
い
な
く

な
る
た
め
、
仮
釈
放
の
ジ
レ
ン
マ
が
解
消
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
「
第
一
次
案
」
で
も
、
必
要
的
仮
釈
放
の
根
拠
の
一
つ
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

「
満
期
釈
放
と
な
る
よ
う
な
受
刑
者
に
つ
い
て
は
、
釈
放
後
も
観
察
を
行
う
必
要
が
い
っ
そ
う
大
き
い
こ
と
」
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。

　
筆
者
の
最
終
的
な
見
解
と
し
て
は
必
要
的
仮
釈
放
制
度
を
支
持
し
な
い
の
で
あ
る
が
、
必
要
的
仮
釈
放
に
意
義
が
あ
る
と
す
れ
ば
、

こ
の
全
て
の
受
刑
者
に
対
し
一
定
期
間
保
護
観
察
を
実
施
で
き
る
点
と
、
仮
釈
放
の
ジ
レ
ン
マ
を
理
論
上
解
消
で
き
る
点
に
求
め
る

　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
但
し
、
後
者
の
点
に
つ
い
て
は
、
「
理
論
上
」
と
し
た
よ
う
に
、
現
実
に
は
徹
底
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ

り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
な
お
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
必
要
的
仮
釈
放
制
度
は
採
用
し
が
た
い
と
し
て
も
、
裁
量
的
仮
釈
放

12



制
度
の
下
で
も
で
き
る
だ
け
多
く
の
受
刑
者
を
積
極
的
に
仮
釈
放
に
し
て
い
く
運
用
に
は
賛
成
で
あ
る
。

必要的仮釈放制度に対する批判的検討

W
　
必
要
的
仮
釈
放
の
問
題
と
限
界

　
1
　
必
要
的
仮
釈
放
に
対
す
る
従
来
の
批
判

　
必
要
的
仮
釈
放
に
つ
い
て
は
、
古
く
か
ら
様
々
な
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
①
事
実
上
、
刑
期
の
短
縮
と
同
じ
効
果
を
も
ち
、

一
定
の
刑
期
を
定
め
て
刑
を
言
い
渡
し
た
判
決
の
趣
旨
に
反
す
る
か
、
宣
告
刑
の
も
つ
意
義
が
薄
れ
る
、
②
一
定
の
期
間
の
経
過
に

よ
っ
て
必
ず
釈
放
さ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
必
要
的
仮
釈
放
を
見
越
し
た
量
刑
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
刑
が
重
く
な
る
可
能
性

が
あ
る
、
③
再
犯
の
可
能
性
の
高
い
犯
罪
者
ま
で
も
刑
期
満
了
前
に
釈
放
す
る
こ
と
に
な
り
、
社
会
の
安
全
に
と
っ
て
脅
威
と
な
る
、

④
仮
釈
放
を
許
す
か
ど
う
か
の
判
断
は
個
々
の
受
刑
者
毎
に
具
体
的
な
事
情
を
考
慮
し
て
行
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
刑
期
の
一
定
部
分

の
経
過
に
よ
っ
て
機
会
的
に
釈
放
す
る
の
は
仮
釈
放
の
本
質
に
反
す
る
、
⑤
現
行
の
裁
量
的
仮
釈
放
の
運
用
が
に
ぶ
く
な
り
、
必
要

的
仮
釈
放
が
常
態
化
す
る
こ
と
に
な
っ
て
、
処
遇
の
個
別
化
を
図
る
こ
と
も
、
受
刑
者
の
改
善
更
生
を
喚
起
す
る
こ
と
も
困
難
に
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

る
、
と
の
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
善
時
的
仮
釈
放
又
は
そ
の
前
提
と
な
る
善
時
制
に
つ
い
て
も
、
⑥
施
設
の
規
律
秩
序
維

持
又
は
管
理
運
営
の
報
償
又
は
制
裁
の
手
段
と
し
て
運
用
さ
れ
や
す
い
、
⑦
受
刑
者
の
内
面
的
改
善
、
人
格
態
度
の
変
容
よ
り
も
、

む
し
ろ
、
施
設
内
に
お
け
る
表
面
的
な
服
従
迎
合
を
助
長
し
、
必
ず
し
も
社
会
復
帰
へ
の
確
実
な
予
測
が
得
ら
れ
な
い
場
合
で
も
、

施
設
に
よ
く
適
応
し
得
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
早
く
釈
放
す
る
と
い
う
誤
り
に
陥
る
お
そ
れ
が
あ
る
、
⑧
受
刑
者
が
巧
妙
な
計

算
に
よ
っ
て
表
裏
あ
る
行
動
を
反
復
し
、
或
い
は
改
善
更
生
へ
の
主
体
的
努
力
を
示
さ
ず
、
消
極
的
態
度
に
終
始
す
る
こ
と
に
な
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

ば
、
行
刑
処
遇
の
基
本
原
理
た
る
「
処
遇
の
個
別
化
」
に
反
し
、
又
は
こ
れ
を
阻
害
す
る
結
果
を
招
く
、
な
ど
の
批
判
が
あ
る
。
こ

の
う
ち
①
と
②
は
裁
判
と
仮
釈
放
と
の
関
係
か
ら
、
③
と
⑦
が
再
犯
防
止
又
は
社
会
の
安
全
確
保
の
観
点
か
ら
、
④
⑤
⑥
⑧
が
犯
罪

13
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者
の
個
別
処
遇
の
観
点
か
ら
問
題
点
を
指
摘
し
た
も
の
と
言
え
、
そ
れ
ぞ
れ
、
そ
れ
な
り
の
説
得
力
が
あ
る
。

　
も
っ
と
も
、
必
要
的
仮
釈
放
の
論
者
か
ら
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
反
論
が
あ
り
得
よ
う
。
①
に
対
し
て
は
、
か
つ
て
仮
釈
放
の
不

定
期
刑
化
機
能
や
罪
刑
法
定
主
義
、
三
権
分
立
と
の
関
わ
り
で
論
じ
ら
れ
た
仮
釈
放
自
体
に
内
在
す
る
問
題
で
あ
っ
て
、
「
必
要
的
」

仮
釈
放
固
有
の
問
題
で
は
な
い
、
②
に
対
し
て
は
、
現
在
、
刑
期
の
三
分
の
一
の
経
過
と
い
う
仮
釈
放
の
形
式
的
要
件
が
あ
る
か
ら

と
い
っ
て
、
そ
れ
を
考
慮
し
て
量
刑
を
行
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
、
③
と
⑦
に
対
し
て
は
、
保
護
観
察
が
つ
か
な
い
満
期
釈
放
の

方
が
む
し
ろ
社
会
に
と
っ
て
脅
威
と
な
る
し
、
善
時
的
仮
釈
放
で
あ
れ
ば
、
善
時
判
定
の
際
に
善
行
に
関
す
る
評
価
を
行
う
こ
と
で
、

所
内
で
さ
え
行
状
が
悪
い
よ
う
な
危
険
性
の
高
い
受
刑
者
は
仮
釈
放
の
対
象
か
ら
は
除
外
さ
れ
る
と
も
言
え
る
（
但
し
、
所
内
で
行

状
が
良
く
て
も
社
会
内
で
再
犯
可
能
性
の
高
い
犯
罪
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
説
明
は
妥
当
し
な
い
）
、
④
に
対
し
て
は
、
仮
釈
放
の
本
質
を

ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
の
見
解
の
相
違
で
あ
る
、
⑤
と
⑧
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
仮
釈
放
の
運
用
が
消
極
的
に
な
る
か
、
処
遇
の
個

別
化
が
図
れ
な
く
な
る
か
は
、
い
ず
れ
も
制
度
の
運
用
次
第
で
あ
っ
て
、
必
要
的
仮
釈
放
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
根
拠
と
は
な
り
得

（
娼
）

な
い
。

　
こ
れ
ら
の
反
論
に
対
し
再
反
論
す
る
こ
と
は
十
分
可
能
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
従
来
の
議
論
を
た
だ
繰
り
返
す
よ
り
、
必
要
的
仮

釈
放
に
は
、
こ
れ
ま
で
論
じ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
、
制
度
の
本
質
や
実
施
上
の
よ
り
重
大
且
つ
致
命
的
な
問
題
と
限
界
が
あ
る

こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

14

　
2
　
満
期
釈
放
と
仮
釈
放
の
ジ
レ
ン
マ

　
ま
ず
、
第
一
に
、
必
要
的
仮
釈
放
唯
一
の
長
所
と
目
さ
れ
る
、
満
期
釈
放
者
を
な
く
し
、
全
て
の
者
を
保
護
観
察
に
付
す
こ
と
に

よ
っ
て
仮
釈
放
の
ジ
レ
ン
マ
を
解
消
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
点
に
も
自
ず
と
限
界
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
特
に
、
善
時
的
仮

釈
放
は
、
受
刑
者
の
反
則
行
為
と
懲
罰
に
よ
っ
て
仮
釈
放
の
適
用
除
外
者
、
つ
ま
り
満
期
釈
放
者
が
出
る
蓋
然
性
が
極
め
て
高
く
、



必要的仮釈放制度に対する批判的検討

そ
の
た
め
「
必
要
的
」
仮
釈
放
と
は
と
て
も
言
え
な
い
。
刑
事
施
設
内
で
遵
守
事
項
違
反
を
繰
り
返
し
、
懲
罰
を
何
度
も
受
け
る
受

刑
者
や
、
た
ま
た
ま
必
要
的
仮
釈
放
の
直
前
に
懲
罰
を
受
け
た
受
刑
者
は
、
善
時
を
没
収
さ
れ
、
満
期
釈
放
と
な
っ
て
し
ま
う
か
ら

　
（
4
4
）

で
あ
る
。
善
時
的
仮
釈
放
の
論
者
は
、
善
時
制
が
採
用
さ
れ
れ
ば
、
受
刑
者
は
早
期
の
釈
放
を
望
む
で
あ
ろ
う
か
ら
、
善
行
保
持
が

図
ら
れ
、
多
く
の
受
刑
者
が
仮
釈
放
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
主
張
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
現
行
の
裁
量
的
仮
釈
放
制
度
の

下
に
お
い
て
も
懲
罰
の
回
数
や
仮
釈
放
直
前
の
懲
罰
は
仮
釈
放
審
査
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
が
、
そ
れ
が
分
か
っ
て
い
な
が
ら
受

刑
者
の
遵
守
事
項
違
反
が
後
を
絶
た
な
い
と
い
う
現
実
を
考
え
る
と
、
善
時
的
仮
釈
放
を
導
入
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
適
用
を
受
け

な
い
受
刑
者
が
必
ず
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。
現
在
の
刑
事
施
設
に
お
け
る
懲
罰
の
適
用
状
況
か
ら
す

（
4
5
）

る
と
、
少
な
か
ら
ぬ
受
刑
者
が
満
期
釈
放
と
な
る
か
、
善
時
的
仮
釈
放
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
時
期
は
か
な
り
遅
く
な
る

可
能
性
が
高
い
。
ま
た
、
善
時
的
仮
釈
放
と
裁
量
的
仮
釈
放
を
併
存
さ
せ
れ
ば
、
善
時
仮
釈
放
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
の
で
き
な
か

っ
た
受
刑
者
に
対
し
て
も
裁
量
的
仮
釈
放
を
認
め
る
余
地
は
あ
る
と
の
反
論
も
考
え
ら
れ
る
が
、
善
時
的
仮
釈
放
が
認
め
ら
れ
な
い

よ
う
な
受
刑
者
は
裁
量
的
仮
釈
放
の
対
象
に
は
な
り
難
い
で
あ
ろ
う
し
、
裁
量
的
仮
釈
放
を
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
善
時

的
仮
釈
放
の
時
期
よ
り
は
満
期
に
近
い
か
な
り
遅
い
時
期
と
な
ろ
う
。

　
ま
た
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
除
外
事
由
や
再
度
の
仮
釈
放
の
如
何
に
よ
っ
て
は
、
満
期
釈
放
者
の
割
合
は
更
に
高
く
な
る
。
必
要

的
仮
釈
放
制
度
を
採
れ
ば
現
行
の
仮
釈
放
制
度
よ
り
仮
釈
放
者
が
増
え
、
満
期
釈
放
者
が
減
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、

真
正
必
要
的
仮
釈
放
制
度
を
採
ら
な
い
以
上
、
善
時
的
仮
釈
放
の
下
で
満
期
釈
放
者
が
出
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
ず
、
「
仮
釈
放
の
ジ

レ
ン
マ
」
問
題
を
完
全
に
解
消
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
、
結
局
、
満
期
釈
放
者
の
問
題
を
別
途
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

に
な
る
。
裁
量
的
仮
釈
放
の
下
で
も
要
件
や
運
用
の
改
善
に
よ
り
仮
釈
放
率
の
向
上
は
不
可
能
で
は
な
い
こ
と
を
考
え
る
と
、
満
期

釈
放
者
が
出
る
こ
と
自
体
で
既
に
必
要
的
仮
釈
放
（
善
時
的
仮
釈
放
）
の
意
義
が
相
当
失
わ
れ
る
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
善
時
的
仮

釈
放
の
他
の
欠
陥
を
考
慮
す
る
と
制
度
と
し
て
の
魅
力
は
殆
ど
な
い
。
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3
　
除
外
事
由
と
実
質
的
要
件
の
個
別
審
査

　
必
要
的
仮
釈
放
は
、
更
生
や
再
犯
可
能
性
に
つ
い
て
の
個
別
審
査
を
行
わ
ず
、
全
受
刑
者
を
仮
釈
放
に
し
て
、
保
護
観
察
に
付
す

る
こ
と
を
本
質
的
な
特
徴
と
す
る
。
従
っ
て
、
期
間
の
経
過
（
真
正
必
要
的
仮
釈
放
）
や
懲
罰
の
有
無
（
善
時
的
仮
釈
放
）
以
外
の
個

別
審
査
が
必
要
と
な
る
よ
う
な
実
質
的
要
件
を
設
け
た
り
す
る
こ
と
は
、
そ
の
本
質
か
ら
外
れ
る
こ
と
に
な
る
。
特
に
、
か
つ
て
の

日
弁
連
の
よ
う
に
仮
釈
放
に
お
け
る
個
別
審
査
の
不
公
平
性
・
不
公
正
さ
が
必
要
的
仮
釈
放
の
提
案
理
由
で
あ
る
場
合
に
は
、
こ
う

し
た
個
別
審
査
を
前
提
と
す
る
よ
う
な
除
外
事
由
を
設
け
る
こ
と
は
絶
対
に
認
め
ら
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
形
式
的
に
判
断
可
能
な

除
外
事
由
で
も
、
必
要
的
仮
釈
放
の
対
象
か
ら
外
さ
れ
た
受
刑
者
は
、
満
期
釈
放
と
な
っ
て
し
ま
う
か
、
裁
量
的
仮
釈
放
の
併
存
を

認
め
る
場
合
、
仮
釈
放
の
適
否
に
関
す
る
個
別
審
査
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
適
当
で
な
い
。

　
刑
法
改
正
の
「
第
一
次
案
」
の
「
B
案
」
と
「
別
案
」
で
は
、
刑
期
二
年
以
上
の
受
刑
者
に
対
し
て
の
み
必
要
的
仮
釈
放
を
認
め

る
と
い
う
形
式
的
除
外
事
由
を
置
く
ほ
か
、
「
別
案
」
で
は
、
更
に
、
再
犯
の
お
そ
れ
が
あ
る
者
は
対
象
か
ら
除
外
す
る
と
い
う
実

質
的
要
件
（
除
外
事
由
）
が
定
め
ら
れ
て
い
た
た
め
（
第
八
八
条
三
項
）
、
必
要
的
仮
釈
放
を
認
め
る
か
否
か
で
事
実
上
の
個
別
審
査

が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
「
再
犯
の
お
そ
れ
」
の
代
わ
り
に
、
「
特
に
こ
れ
を
不
相
当
と
す
る
事
情
が
認
め
ら
れ
る
場
合
」
と
し
た

　
　
（
4
6
）

と
こ
ろ
で
、
問
題
は
同
じ
で
あ
り
、
こ
う
な
る
と
、
結
局
、
現
行
の
裁
量
的
仮
釈
放
と
大
差
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　
や
は
り
、
満
期
釈
放
者
を
無
く
し
、
全
て
の
仮
釈
放
者
に
対
し
て
保
護
観
察
を
確
保
す
る
と
い
う
必
要
的
仮
釈
放
の
本
来
の
意
義

か
ら
す
れ
ば
、
個
別
審
査
が
必
要
と
な
る
よ
う
な
実
質
的
要
件
は
勿
論
、
形
式
的
な
除
外
事
由
も
満
期
釈
放
者
を
多
く
出
す
こ
と
に

な
る
の
で
認
め
ら
れ
な
い
は
ず
で
あ
り
、
そ
れ
を
少
し
で
も
修
正
し
た
時
点
で
必
要
的
仮
釈
放
の
意
義
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
を

忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　
ま
た
、
善
時
的
仮
釈
放
は
、
懲
罰
の
有
無
と
い
う
極
め
て
客
観
的
な
基
準
に
よ
っ
て
判
断
が
行
わ
れ
、
裁
量
や
恣
意
が
働
く
余
地

16
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が
な
い
か
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
が
、
懲
罰
の
付
加
自
体
、
機
械
的
に
行
っ
て
い
る
訳
で
は
な
く
、
そ
の
適
否
の
判
断
過
程
で
裁
量
が

多
分
に
働
い
て
い
る
。
刑
事
収
容
施
設
・
被
収
容
者
処
遇
法
に
お
い
て
も
、
「
懲
罰
を
科
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
懲
罰
を
科
せ
ら
れ

る
べ
き
行
為
（
中
略
）
を
し
た
被
収
容
者
の
年
齢
、
心
身
の
状
態
及
び
行
状
、
反
則
行
為
の
性
質
、
軽
重
、
動
機
及
び
刑
事
施
設
の

運
営
に
及
ぼ
し
た
影
響
、
反
則
行
為
後
に
お
け
る
そ
の
被
収
容
者
の
態
度
、
受
刑
者
に
あ
っ
て
は
懲
罰
が
そ
の
者
の
改
善
更
生
に
及

ぽ
す
影
響
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
第
一
五
〇
条
二
項
）
と
し
て
い
る
。
そ
れ
と
も
、
善
時
的
仮
釈
放
の
論

者
は
、
受
刑
者
の
僅
か
な
反
則
行
為
に
対
し
て
も
「
客
観
的
」
に
懲
罰
を
科
す
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
な
お
、
「
第
一
次
案
」
の
刑
期
二
年
以
上
と
い
う
除
外
事
由
に
し
て
も
、
根
拠
が
曖
昧
で
あ
る
。
「
第
一
次
案
」
の
審
議
過
程
に
お

い
て
刑
期
二
年
以
上
の
受
刑
者
に
限
定
す
る
と
い
う
案
が
出
て
き
た
理
由
は
、
一
定
程
度
以
上
の
長
期
受
刑
者
の
方
が
保
護
観
察
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
潮
）

い
う
社
会
内
処
遇
を
必
要
と
す
る
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
が
、
何
も
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
が
必
要
な
の
は
刑
期
の
長
い
受
刑
者
に
限

ら
ず
、
比
較
的
軽
微
な
事
件
を
繰
り
返
す
高
齢
者
や
障
害
を
も
っ
た
受
刑
者
を
想
定
す
れ
ば
容
易
に
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
刑
期
が

比
較
的
短
い
受
刑
者
も
同
様
で
あ
る
。

　
4
　
必
要
的
仮
釈
放
と
裁
量
的
仮
釈
放
の
併
存

　
必
要
的
仮
釈
放
を
採
用
し
た
う
え
で
、
な
お
裁
量
的
仮
釈
放
を
も
併
存
さ
せ
る
こ
と
は
理
論
的
に
は
あ
り
得
る
。
全
受
刑
者
を
仮

釈
放
に
付
し
、
保
護
観
察
を
行
う
と
い
う
必
要
的
仮
釈
放
の
目
的
か
ら
す
れ
ば
、
更
生
の
可
能
性
の
高
い
受
刑
者
は
必
要
的
仮
釈
放

よ
り
も
早
い
時
期
に
裁
量
的
仮
釈
放
に
付
す
こ
と
に
矛
盾
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
日
弁
連
も
、
基
本
的
に
は
現
行
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

仮
釈
放
を
維
持
し
、
善
時
的
仮
釈
放
と
の
併
存
を
想
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
か
つ
て
の
日
弁
連
の
よ
う
に
、
現
行
の
裁
量
的
仮
釈

放
の
審
査
が
恣
意
的
で
不
公
正
な
も
の
で
あ
る
か
ら
と
い
う
理
由
で
善
時
的
仮
釈
放
を
主
張
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
裁
量
的
仮
釈
放
の

併
存
を
認
め
る
の
は
矛
盾
以
外
の
何
者
で
も
な
い
。
日
弁
連
の
善
時
的
仮
釈
放
の
主
張
が
、
刑
法
改
正
で
は
な
く
、
監
獄
法
改
正
や
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更
生
保
護
改
革
を
巡
る
論
議
の
中
で
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
刑
法
上
の
現
行
仮
釈
放
制
度
を
い
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と

か
ら
、
こ
う
し
た
併
存
を
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
も
し
刑
法
改
正
も
視
野
に
入
れ
な
が
ら
仮
釈
放
制
度

の
抜
本
的
改
正
が
な
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
果
た
し
て
善
時
的
仮
釈
放
と
裁
量
的
仮
釈
放
の
併
存
は
許
容
す
る
の
か
、
問
う
て
み
た
い

と
こ
ろ
で
あ
る
。
現
行
仮
釈
放
審
査
の
不
公
平
性
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
現
行
制
度
を
廃
止
し
て
、
善
時
的
仮
釈
放
に

一
本
化
す
る
の
で
な
け
れ
ば
主
張
が
一
貫
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
必
要
的
仮
釈
放
に
一
本
化
す
る
と
な
る
と
、
除
外
事
由
の
な
い
真
正
必
要
的
仮
釈
放
な
ら
と
も
か

く
、
善
時
的
仮
釈
放
で
は
、
懲
罰
が
科
さ
れ
る
な
ど
し
て
善
時
的
仮
釈
放
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
受
刑
者
は
満
期
釈
放
と
な
っ
て
し

ま
う
。
ま
た
、
更
生
の
可
能
性
が
高
い
た
め
、
裁
量
的
仮
釈
放
が
あ
れ
ば
早
期
の
仮
釈
放
が
受
け
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
受
刑
者
で
も
善

時
的
仮
釈
放
の
時
期
ま
で
仮
釈
放
が
で
き
ず
、
却
っ
て
仮
釈
放
が
遅
く
な
っ
て
し
ま
う
。
結
局
、
必
要
的
仮
釈
放
だ
け
に
一
本
化
す

る
と
い
う
こ
と
は
考
え
に
く
く
、
裁
量
的
仮
釈
放
を
ど
う
し
て
も
併
存
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
次
に
、
善
時
的
仮
釈
放
と
裁
量
的
仮
釈
放
の
併
存
を
認
め
る
と
、
両
者
の
関
係
や
運
用
が
問
題
と
な
る
。
既
に
本
章
1
の
⑤
で
紹

介
し
た
通
り
、
必
要
的
仮
釈
放
と
裁
量
的
仮
釈
放
を
併
存
さ
せ
る
と
、
裁
量
的
仮
釈
放
が
必
要
的
仮
釈
放
に
吸
収
さ
れ
て
し
ま
う
危

険
性
が
あ
る
こ
と
が
古
く
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
必
要
的
仮
釈
放
を
導
入
し
た
場
合
、
「
更
生
困
難
者
が
刑

期
の
六
分
の
五
経
過
で
仮
釈
放
を
許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
更
生
の
見
込
み
の
高
い
者
は
、
や
は
り
そ
れ
よ
り
早
く
仮
釈
放
を
許
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

る
の
で
な
け
れ
ば
、
条
理
に
反
す
る
」
と
し
て
、
裁
量
的
仮
釈
放
を
さ
ら
に
早
期
化
す
べ
き
だ
と
す
る
考
え
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ

れ
は
刑
期
の
六
分
の
五
と
い
っ
た
執
行
期
間
が
決
ま
っ
て
い
る
真
正
必
要
的
仮
釈
放
で
あ
る
か
ら
こ
そ
単
純
に
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
善
時
的
仮
釈
放
の
場
合
、
善
時
日
数
の
最
大
値
、
つ
ま
り
受
刑
者
が
全
く
懲
罰
を
受
け
ず
、
最
短
で
仮
釈
放
と
な
る

日
を
刑
期
に
応
じ
て
計
算
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
受
刑
者
が
懲
罰
を
う
け
た
場
合
、
そ
の
時
期
や
回
数
に
よ
っ
て
善
時
的
仮

釈
放
日
は
変
化
す
る
の
で
、
裁
量
的
仮
釈
放
を
認
め
得
る
場
合
で
も
、
受
刑
者
毎
に
懲
罰
で
変
化
す
る
善
時
的
仮
釈
放
日
を
に
ら
み
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表1　必要的仮釈放の執行率

執行刑期

善時的仮釈放 真正必要的仮釈放

善時（最大）
仮釈放までの

執行期間（最小）
執行率 短縮期問

仮釈放までの

　執行期間
執行率

2月 5日 1月25日 91．7％ 10日 1月20日 83．3％

3月 10日 2月20日 88．9％ 15日 2月15日 83．3％

6月 25日 5月5日 86．1％ 1月 5月 83．3％

1年 1月20日 10月10日 86．1％ 2月 10月 83．3％

2年 3月18日 1年8月12日 85．0％ 4月 1年8月 83．3％

3年 5月24日 2年6月6日 83．9％ 6月 2年6月 83．3％

5年 10月21日 4年1月9日 82．2％ 10月 4年2月 83，390

10年 2年1月10日 7年10月20日 78．9％ 1年8月 8年4月 83．3％

20年 4年7月10日 15年4月20日 76．9％ 3年6月 16年6月 83．3％

30年 7年1月10日 22年10月20日 75．6％ 5年 25年 83，30b

注：善時的仮釈放の善時日数は1月につき5日とし，善時日数か10日になるまで1年毎に1日すつ

　　加算する方式で計算。真正必要的仮釈放は刑期の6分の5で仮釈放するとした場合。

つ
つ
、
裁
量
的
仮
釈
放
日
を
判
断
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
に
な
る
。
特
に
刑
期
の
後
半
で
懲
罰
を
受
け
た
り
す
る

と
、
善
時
日
数
が
没
収
さ
れ
、
ま
た
そ
の
時
点
か
ら
毎
月
、
善

時
日
数
を
ゼ
ロ
か
ら
加
算
し
て
い
く
こ
と
な
り
、
善
時
的
仮
釈

放
日
が
満
期
釈
放
日
に
よ
り
近
く
な
る
。
一
方
の
裁
量
的
仮
釈

放
の
申
請
や
仮
釈
放
日
の
判
断
に
し
て
も
、
懲
罰
を
受
け
る
こ

と
で
そ
の
時
期
が
遅
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
善
時
的
仮
釈
放

日
と
裁
量
的
仮
釈
放
日
が
刑
期
の
終
わ
り
の
方
で
接
近
し
が
ち

と
な
る
可
能
性
が
高
い
。
そ
う
な
る
と
、
裁
量
的
仮
釈
放
が
善

時
的
仮
釈
放
の
時
期
と
さ
ほ
ど
違
わ
ず
、
そ
の
結
果
、
裁
量
的

仮
釈
放
の
手
続
が
抑
制
さ
れ
て
、
手
続
的
に
簡
単
な
善
時
的
仮

釈
放
で
処
理
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
懸
念
が
な
い
と
は
言
え
な

い
で
あ
ろ
う
。

　
反
対
に
、
裁
量
的
仮
釈
放
が
善
時
的
仮
釈
放
に
吸
収
さ
れ
な

い
よ
う
、
裁
量
的
仮
釈
放
独
自
の
釈
放
時
期
を
求
め
よ
う
と
す

る
余
り
、
裁
量
的
仮
釈
放
を
相
当
早
い
時
期
に
認
め
る
と
い
う

運
用
に
な
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。
表
1
は
必
要
的
仮
釈
放
の
時

期
と
執
行
率
を
計
算
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
真
正
必
要
的
仮
釈

放
の
場
合
は
、
刑
期
の
一
定
割
合
分
だ
け
早
く
仮
釈
放
に
す
る
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た
め
執
行
率
は
常
に
一
定
で
あ
り
、
仮
釈
放
の
時
期
を
刑
期
の
六
分
の
五
と
す
れ
ば
、
執
行
率
は
常
に
八
三
・
三
％
で
あ
る
の
に
対

し
、
毎
年
善
時
日
数
を
特
別
加
算
す
る
善
時
的
仮
釈
放
の
場
合
は
刑
期
が
長
く
な
る
に
つ
れ
て
執
行
率
が
小
さ
く
な
る
。
特
に
、
表

1
の
よ
う
に
、
日
弁
連
が
提
唱
す
る
善
時
日
数
が
一
〇
日
に
な
る
ま
で
一
年
毎
に
一
日
ず
つ
特
別
加
算
す
る
方
式
を
採
る
と
、
執
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

率
は
九
〇
％
台
か
ら
最
高
七
〇
％
台
ま
で
低
下
す
る
。
そ
う
し
た
中
で
、
懲
罰
を
受
け
な
い
受
刑
者
に
対
し
、
裁
量
的
仮
釈
放
を
必

要
的
仮
釈
放
に
吸
収
さ
れ
な
い
程
度
に
早
く
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
執
行
率
は
七
〇
％
以
下
に
ま
で
低
く
な
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

刑
法
の
仮
釈
放
要
件
が
刑
期
の
三
分
の
一
に
な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
の
執
行
率
が
七
〇
％
か
ら
九
〇
％
（
平
均
は
約

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

八
O
％
）
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
問
題
視
し
、
よ
り
早
期
で
の
仮
釈
放
を
求
め
て
い
る
論
者
か
ら
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
実
務
こ
そ
が

理
想
的
だ
と
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
や
は
り
、
そ
れ
で
は
余
り
に
仮
釈
放
が
早
過
ぎ
る
と
思
わ
れ
、
司
法
機
関
に
よ
る

宣
告
刑
の
趣
旨
に
そ
ぐ
わ
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
。
現
行
刑
法
の
仮
釈
放
要
件
は
、
受
刑
者
の
中
に
刑
期
の
三
分
の
一
と
い
う
期

間
で
仮
釈
放
を
認
め
て
も
良
い
者
が
あ
り
得
る
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
多
く
の
受
刑
者
を
そ
う
し
た
時
期
に
仮
釈
放
す
る

こ
と
を
想
定
し
て
い
る
訳
で
も
、
そ
う
あ
る
べ
き
だ
と
言
っ
て
い
る
訳
で
も
な
い
。
ま
た
、
毎
年
善
時
日
数
を
特
別
加
算
す
る
善
時

的
仮
釈
放
で
は
、
長
期
刑
に
な
る
ほ
ど
執
行
率
が
低
く
な
る
が
、
こ
れ
は
刑
期
が
長
く
な
る
ほ
ど
執
行
率
が
高
く
な
る
よ
う
に
運
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

さ
れ
て
い
る
現
在
の
仮
釈
放
実
務
と
は
大
き
く
異
な
る
。
裁
量
的
仮
釈
放
を
併
存
さ
せ
る
場
合
、
重
大
犯
で
あ
る
長
期
受
刑
者
を
、

幾
ら
個
別
審
査
を
行
う
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
れ
よ
り
も
更
に
低
い
執
行
率
で
早
期
に
仮
釈
放
す
る
こ
と
が
妥
当
と
は
思
え
な
い
。
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5
　
遵
守
事
項
と
仮
釈
放
取
消
し

　
必
要
的
仮
釈
放
に
お
け
る
最
大
の
問
題
の
一
つ
が
遵
守
事
項
と
仮
釈
放
取
消
し
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。
必
要
的
仮
釈
放
も
仮
釈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

放
で
あ
る
以
上
、
仮
釈
放
対
象
者
は
保
護
観
察
（
三
号
観
察
）
に
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
う
な
れ
ば
、
仮
釈
放
対
象
者
に
は

一
般
遵
守
事
項
と
特
別
遵
守
事
項
が
設
定
さ
れ
、
対
象
者
は
保
護
観
察
中
、
そ
の
遵
守
を
義
務
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
問
題
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は
果
た
し
て
通
常
の
三
号
観
察
と
同
様
の
遵
守
事
項
の
枠
組
み
を
維
持
で
き
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。

　
現
行
の
犯
罪
者
予
防
更
生
法
上
、
一
般
遵
守
事
項
に
は
、
』
　
　
一
定
の
住
居
に
居
住
し
、
正
業
に
従
事
す
る
こ
と
。
」
、
「
二
　
善

行
を
保
持
す
る
こ
と
。
」
、
「
三
　
犯
罪
性
の
あ
る
者
又
は
素
行
不
良
の
者
と
交
際
し
な
い
こ
と
。
」
と
い
う
事
項
が
含
ま
れ
て
お
り

（
第
三
四
条
二
項
）
、
二
〇
〇
八
年
か
ら
施
行
さ
れ
る
更
生
保
護
法
に
お
い
て
も
、
一
般
遵
守
事
項
に
コ
　
再
び
犯
罪
を
犯
す
こ
と

の
な
い
よ
う
、
又
は
非
行
を
な
く
す
よ
う
健
全
な
生
活
態
度
を
保
持
す
る
こ
と
」
と
い
う
事
項
が
あ
る
（
第
五
〇
条
一
号
）
。
こ
れ
ら

の
一
般
遵
守
事
項
は
、
現
行
仮
釈
放
制
度
が
、
「
改
俊
の
状
」
と
い
う
要
件
と
、
悔
悟
の
情
、
更
生
の
意
欲
、
再
犯
の
お
そ
れ
の
な

い
こ
と
、
社
会
感
情
が
仮
釈
放
を
是
認
す
る
こ
と
、
と
い
う
そ
の
具
体
的
許
可
基
準
を
充
足
す
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
れ
ば
こ

そ
、
設
定
可
能
な
遵
守
事
項
で
あ
る
。
し
か
し
、
必
要
的
仮
釈
放
の
場
合
、
真
正
必
要
的
仮
釈
放
な
ら
ば
全
く
改
俊
の
状
の
な
い
受

刑
者
や
再
犯
を
「
誓
う
」
受
刑
者
も
全
て
対
象
に
な
っ
て
く
る
し
、
善
時
的
仮
釈
放
に
し
て
も
、
所
内
で
こ
そ
善
行
保
持
を
し
て
い

て
も
、
更
生
に
は
支
障
が
予
想
さ
れ
る
受
刑
者
も
対
象
に
な
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
一
般
遵
守
事
項
に
抵
触
す
る
者
が
相
当
数
出
る
も

の
と
予
想
さ
れ
る
。

　
ま
し
て
や
我
が
国
の
刑
事
施
設
に
は
暴
力
団
構
成
員
が
二
割
弱
も
お
り
、
そ
の
殆
ど
が
暴
力
団
か
ら
の
離
脱
を
拒
否
し
て
い
る
。

現
在
、
こ
う
し
た
暴
力
団
員
受
刑
者
は
仮
釈
放
の
対
象
と
は
な
っ
て
い
な
い
が
、
必
要
的
仮
釈
放
を
採
用
す
る
と
、
こ
れ
ら
の
者
も

仮
釈
放
の
対
象
と
な
る
可
能
性
が
高
く
な
り
、
保
護
観
察
に
お
い
て
一
般
遵
守
事
項
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
る
と
、
暴
力

団
員
受
刑
者
は
必
要
的
仮
釈
放
と
な
っ
た
途
端
に
犯
罪
者
予
防
更
生
法
第
三
四
条
第
二
項
第
二
号
か
第
三
号
又
は
更
生
保
護
法
第
五

〇
条
第
一
号
の
一
般
遵
守
事
項
違
反
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
、
仮
釈
放
の
取
消
し
事
由
に
該
当
す
る
。
二
〇
〇
八
年
施
行
予

定
の
更
生
保
護
法
で
は
、
犯
罪
性
の
あ
る
者
と
の
交
際
禁
止
は
特
別
遵
守
事
項
に
移
っ
た
が
（
第
五
一
条
二
項
一
号
）
、
暴
力
団
員
な

ら
当
然
に
設
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
遵
守
事
項
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
仮
釈
放
と
同
時
に
特
別
遵
守
事
項
違
反
と
な
る
。
ま
た
、

更
生
保
護
法
の
特
別
遵
守
事
項
に
は
、
「
二
　
労
働
に
従
事
す
る
こ
と
、
通
学
す
る
こ
と
そ
の
他
の
再
び
犯
罪
を
す
る
こ
と
が
な
く
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又
は
非
行
の
な
い
健
全
な
生
活
態
度
を
保
持
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
特
定
の
行
動
を
実
行
し
、
又
は
継
続
す
る
こ
と
。
」

と
い
う
内
容
の
遵
守
事
項
も
設
け
ら
れ
て
い
る
（
第
五
一
条
二
項
二
号
）
。

　
結
局
、
暴
力
団
受
刑
者
は
、
必
要
的
に
仮
釈
放
に
し
て
も
、
た
ち
ま
ち
遵
守
事
項
違
反
で
仮
釈
放
が
取
り
消
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

が
、
取
消
し
に
な
る
こ
と
が
高
度
に
予
想
さ
れ
な
が
ら
仮
釈
放
に
し
、
ま
た
実
際
に
も
そ
う
な
る
と
い
う
問
題
は
、
単
に
運
用
上
の

問
題
で
あ
る
と
か
、
特
定
の
受
刑
者
集
団
に
対
す
る
問
題
と
言
う
よ
り
、
制
度
自
体
に
内
包
さ
れ
て
い
る
性
質
上
の
問
題
で
あ
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

政
策
論
的
に
不
適
切
な
制
度
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
問
題
に
対
処
す
る
に
は
、
「
別
案
」
の
「
但
し
、
明
ら
か
に
釈
放
後
再

び
罪
を
犯
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
い
っ
た
よ
う
に
、
必
要
的
仮
釈
放
に
除
外
事
由
を
認
め
る
か
、
必
要

的
仮
釈
放
対
象
者
に
対
す
る
保
護
観
察
に
は
裁
量
的
仮
釈
放
対
象
者
と
は
異
な
る
遵
守
事
項
を
設
定
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
く
し
か

な
い
。
し
か
し
、
既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
実
質
的
要
件
や
除
外
事
由
を
認
め
る
と
、
結
局
、
必
要
的
仮
釈
放
を
認
め
る
か
否
か
で

個
別
審
査
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
結
局
、
現
在
の
裁
量
的
仮
釈
放
と
実
質
的
に
変
わ
ら
な
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。
一
方
、

必
要
的
仮
釈
放
対
象
者
に
は
、
犯
罪
性
の
あ
る
者
と
の
交
際
禁
止
や
労
働
従
事
な
ど
通
常
の
対
象
者
で
あ
れ
ば
当
然
設
定
さ
れ
る
よ

う
な
特
別
遵
守
事
項
を
設
定
し
な
く
て
も
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
保
護
観
察
の
根
本
を
歪
め
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

　
以
上
の
必
要
的
仮
釈
放
の
問
題
は
、
現
行
の
裁
量
的
仮
釈
放
と
異
な
り
、
社
会
復
帰
や
再
犯
の
可
能
性
を
個
別
に
審
査
し
な
い
こ

と
に
由
来
し
て
お
り
、
そ
れ
だ
け
に
制
度
と
し
て
修
正
の
見
込
み
が
な
い
本
質
的
欠
陥
で
あ
り
、
こ
う
し
た
点
か
ら
も
必
要
的
仮
釈

放
は
採
用
し
得
な
い
。

　
な
お
、
同
様
の
問
題
が
、
満
期
釈
放
者
に
対
し
何
ら
か
の
社
会
内
刑
な
い
し
社
会
内
処
遇
を
科
す
制
度
を
導
入
す
る
場
合
に
も
生

じ
、
そ
の
可
能
性
を
模
索
す
る
筆
者
と
し
て
も
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
は
あ
る
が
、
満
期
釈
放
者
の
再
犯
と
そ
の
防
止

に
つ
い
て
は
他
日
の
課
題
と
し
た
い
。
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6
　
再
度
の
仮
釈
放

　
必
要
的
仮
釈
放
の
更
な
る
問
題
は
、
仮
釈
放
が
取
り
消
さ
れ
た
者
に
対
し
再
度
の
仮
釈
放
を
認
め
る
か
否
か
と
い
う
再
度
の
仮
釈

放
の
問
題
と
関
わ
る
。
現
行
法
で
は
再
度
の
仮
釈
放
を
禁
じ
る
規
定
が
な
い
た
め
、
再
度
の
仮
釈
放
が
容
認
さ
れ
て
お
り
、
実
務
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

は
保
護
観
察
期
問
の
長
い
無
期
受
刑
者
な
ど
に
適
用
さ
れ
て
い
る
。
必
要
的
仮
釈
放
と
い
え
ど
も
仮
釈
放
に
変
わ
り
は
な
い
の
で
、

仮
釈
放
後
の
保
護
観
察
期
間
中
に
遵
守
事
項
違
反
な
い
し
再
犯
が
あ
れ
ば
、
当
然
に
こ
れ
を
取
り
消
し
て
、
対
象
者
を
再
収
容
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
溺
）

こ
と
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
問
題
は
、
そ
の
後
、
当
該
受
刑
者
に
対
し
て
再
度
の
仮
釈
放
を
認
め
る
か
否
か
で
あ
る
。

　
現
行
の
仮
釈
放
制
度
は
、
再
度
の
仮
釈
放
が
許
容
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
個
別
審
査
で
あ
る
か
ら
、
仮
釈
放
が
取
り
消
さ
れ
た

受
刑
者
の
「
改
俊
の
状
」
を
総
合
的
に
審
査
し
て
、
再
犯
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
や
更
生
に
支
障
が
予
想
さ
れ
る
場
合
に
は
、
仮
釈

放
を
認
め
ず
と
も
問
題
は
な
い
。
し
か
し
、
必
要
的
仮
釈
放
は
、
基
本
的
に
受
刑
者
の
更
生
や
再
犯
の
可
能
性
に
関
す
る
個
別
審
査

を
排
除
し
、
一
定
期
間
の
刑
期
の
経
過
と
、
善
時
的
仮
釈
放
の
場
合
は
、
所
内
で
の
善
行
保
持
を
要
件
と
し
て
機
械
的
に
仮
釈
放
に

す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
所
内
の
善
行
が
保
持
さ
れ
て
い
れ
ば
、
再
犯
を
犯
し
て
仮
釈
放
を
取
り
消
さ
れ
た
者
に
対
し
て
さ
え
、

「
必
要
的
」
に
仮
釈
放
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
初
度
の
仮
釈
放
の
際
に
再
犯
を
犯
し
て
い
な
が
ら
、
仮

釈
放
を
自
動
的
に
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
や
は
り
制
度
的
な
欠
陥
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
も
っ
と
も
、
必
要
的
仮
釈
放
の

論
者
は
、
初
度
の
必
要
的
仮
釈
放
に
お
い
て
も
、
本
人
が
再
犯
を
断
言
す
る
よ
う
な
、
ど
ん
な
に
再
犯
の
可
能
性
が
認
め
ら
れ
て
も
、

所
内
で
善
行
保
持
さ
え
し
て
い
れ
ば
、
必
要
的
に
仮
釈
放
す
る
こ
と
に
躊
躇
も
覚
え
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
う
し
た
再
度
の
仮
釈

放
の
問
題
な
ど
気
に
も
な
ら
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
必
要
的
仮
釈
放
の
下
に
お
い
て
、
再
度
の
仮
釈
放
の
場
合
は
、
必
要
的
仮
釈

放
を
適
用
し
な
い
よ
う
に
す
る
と
い
う
制
度
設
計
も
可
能
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
前
回
の
必
要
的
仮
釈
放
が
失
敗
し
、
再
犯
を
犯
し

た
こ
と
を
も
っ
て
、
受
刑
者
に
再
犯
の
お
そ
れ
が
あ
る
か
ど
う
か
い
う
要
件
を
再
度
の
仮
釈
放
の
判
断
に
組
み
入
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
を
意
味
す
る
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
満
期
釈
放
者
が
出
る
こ
と
に
な
る
。
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暴
力
団
受
刑
者
や
確
信
犯
受
刑
者
の
場
合
に
は
、
さ
ら
に
不
都
合
な
こ
と
に
な
る
。
必
要
的
仮
釈
放
の
下
で
は
、
組
織
か
ら
離
脱

し
な
い
暴
力
団
も
全
て
仮
釈
放
に
し
て
、
保
護
観
察
を
行
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
う
な
る
と
直
ち
に
遵
守
事
項
違
反
と
な
っ
て
、
仮

釈
放
が
取
り
消
さ
れ
る
が
、
そ
の
場
合
に
再
度
「
必
要
的
に
」
仮
釈
放
す
る
と
な
れ
ば
、
仮
釈
放
↓
遵
守
事
項
違
反
↓
取
消
し
↓
仮

釈
放
↓
遵
守
事
項
違
反
↓
取
消
し
の
循
環
に
陥
っ
て
し
ま
う
。
刑
期
が
短
け
れ
ば
こ
の
循
環
も
起
こ
り
え
な
い
か
、
せ
い
ぜ
い
一
巡

に
留
ま
る
が
、
刑
期
が
長
い
と
、
こ
の
悪
循
環
が
繰
り
返
さ
れ
、
洋
菓
子
の
バ
ウ
ム
ク
ー
ヘ
ン
の
よ
う
に
仮
釈
放
と
取
消
し
が
何
重

に
も
行
わ
れ
る
、
い
わ
ば
仮
釈
放
の
バ
ウ
ム
ク
ー
ヘ
ン
現
象
と
も
い
う
べ
き
事
態
が
生
じ
て
し
ま
う
。
こ
う
し
た
不
都
合
を
生
じ
さ

せ
な
い
た
め
に
は
、
結
局
、
必
要
的
仮
釈
放
制
度
の
下
で
は
再
度
の
仮
釈
放
を
禁
止
す
る
か
、
再
度
の
仮
釈
放
の
場
合
に
は
個
別
審

査
を
行
う
こ
と
に
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
前
者
の
場
合
に
は
、
結
果
と
し
て
満
期
釈
放
の
者
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
し
、
後
者
の

場
合
に
も
、
善
行
保
持
だ
け
の
形
式
的
・
機
械
的
審
査
が
維
持
で
き
な
い
こ
と
に
な
り
、
い
ず
れ
に
し
て
も
「
必
要
的
」
仮
釈
放
を

貫
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
さ
ら
に
、
真
正
必
要
的
仮
釈
放
の
場
合
、
再
度
も
必
要
的
に
仮
釈
放
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
ら
、
釈
放
時
期
の
点
で
不
都

合
が
生
じ
る
。
と
い
う
の
も
、
真
正
必
要
的
仮
釈
放
の
場
合
、
再
度
の
仮
釈
放
を
行
う
と
し
て
も
、
既
に
刑
期
の
六
分
の
五
を
経
過

し
て
い
る
の
で
、
再
度
の
仮
釈
放
時
期
を
決
め
る
要
件
が
な
く
、
結
局
、
い
つ
で
も
必
要
的
仮
釈
放
が
可
能
と
い
う
こ
と
に
な
る
の

か
不
明
だ
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
真
正
必
要
的
仮
釈
放
制
度
を
採
る
場
合
、
裁
量
的
仮
釈
放
を
併
用
し
、
再
度
の
仮
釈
放
を
認
め

る
と
し
て
も
、
個
別
審
査
の
裁
量
的
仮
釈
放
に
限
る
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
る
。
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7
　
無
期
受
刑
者
へ
の
適
用

　
無
期
受
刑
者
の
場
合
に
も
困
難
な
間
題
が
あ
る
。
即
ち
、
真
正
必
要
的
仮
釈
放
に
し
て
も
善
時
的
仮
釈
放
に
し
て
も
、
刑
期
の
満

了
日
か
ら
一
定
の
期
間
を
差
し
引
い
て
得
ら
れ
た
日
に
仮
釈
放
を
許
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
満
期
日
を
想
定
で
き
る
有
期
刑
の
場
合
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に
は
問
題
が
な
い
が
、
満
期
と
い
う
概
念
の
な
い
無
期
刑
の
場
合
、
扱
い
に
困
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
「
第
↓
次
案
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

「
B
案
」
や
「
別
案
」
で
は
、
い
ず
れ
も
対
象
を
有
期
の
受
刑
者
に
限
定
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
日
弁
連
の
提
唱
す
る
善
時
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）

仮
釈
放
で
は
、
「
要
綱
」
以
来
、
一
貫
し
て
無
期
の
受
刑
者
に
つ
い
て
は
刑
期
を
二
〇
年
と
み
な
す
も
の
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、

当
時
の
刑
法
に
お
い
て
有
期
刑
の
上
限
が
二
〇
年
で
あ
っ
た
こ
と
に
対
応
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
、
現
在
で
あ
れ
ば
、
無
期
刑
を

刑
期
三
〇
年
と
み
な
す
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
考
え
方
を
、
こ
こ
で
は
自
由
刑
上
限
説
と
呼
ぶ
。

　
し
か
し
、
無
期
刑
は
無
期
刑
で
あ
っ
て
、
幾
ら
仮
釈
放
に
限
定
し
て
と
は
い
え
、
無
期
刑
を
二
〇
年
（
又
は
三
〇
年
）
の
刑
と
見

な
す
の
に
は
無
理
が
あ
る
。
特
に
、
終
身
刑
を
も
た
な
い
我
が
国
に
お
い
て
は
、
死
刑
と
有
期
刑
の
間
、
即
ち
無
期
刑
に
は
か
な
り

の
幅
が
あ
る
。
量
刑
に
お
い
て
死
刑
と
無
期
刑
の
選
択
が
問
題
に
な
っ
た
よ
う
な
、
限
り
な
く
死
刑
に
近
い
無
期
刑
か
ら
、
有
期
の

最
高
刑
を
少
し
超
え
る
程
度
の
無
期
刑
ま
で
あ
る
。
そ
れ
を
、
一
律
、
二
〇
年
な
い
し
三
〇
年
と
し
て
仮
釈
放
日
を
決
定
す
る
必
要

的
仮
釈
放
は
、
処
遇
の
個
別
化
を
無
視
し
て
い
る
に
止
ま
ら
ず
、
宣
告
刑
の
趣
旨
を
も
歪
曲
し
て
い
る
。
仮
に
、
無
期
受
刑
者
と
懲

役
三
〇
年
の
受
刑
者
が
同
じ
よ
う
に
善
時
日
数
を
増
や
し
て
い
く
と
、
二
二
年
一
〇
月
二
〇
日
が
経
過
し
た
同
じ
日
に
仮
釈
放
に
な

る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
裁
量
的
仮
釈
放
で
個
別
審
査
を
し
た
結
果
、
両
者
が
同
じ
日
に
仮
釈
放
に
な
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
よ
い

が
、
機
械
的
な
計
算
で
両
者
が
同
じ
日
に
仮
釈
放
に
な
る
と
す
れ
ば
、
量
刑
上
の
評
価
を
蔑
ろ
に
し
て
い
る
と
言
わ
れ
て
も
仕
方
が

な
い
。
や
は
り
、
無
期
は
無
期
で
あ
っ
て
、
有
期
刑
と
は
質
的
に
異
な
る
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
現
行
法
上
、
無
期
刑
に
対
す
る
仮
釈
放
の
形
式
的
要
件
が
一
〇
年
で
あ
り
、
有
期
刑
の
要
件
が
刑
期
の
三
分
の
一
と
な
っ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
善
時
的
仮
釈
放
の
適
用
上
、
無
期
刑
が
三
〇
年
の
有
期
刑
に
相
当
す
る
と
い
う
見
方
が
｝
見
成
り
立
つ
よ
う
に

も
み
え
る
。
実
際
、
法
制
審
議
会
監
獄
法
改
正
部
会
で
善
時
的
仮
釈
放
が
議
論
さ
れ
た
際
、
無
期
刑
の
刑
期
を
有
期
三
〇
年
と
み
な

し
て
釈
放
日
を
算
出
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
が
（
乙
案
）
、
そ
こ
で
は
、
こ
の
有
期
刑
と
無
期
刑
の
仮
釈
放
要
件
の
関
係
に
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）

根
拠
を
求
め
て
い
た
。
こ
れ
を
仮
に
仮
釈
放
要
件
説
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
が
、
こ
の
考
え
方
に
し
て
も
説
得
的
で
は
な
い
。
仮
釈
放

25



法学研究80巻10号（2007：10）

の
形
式
的
要
件
は
仮
釈
放
の
最
低
条
件
（
応
当
日
）
を
定
め
た
に
過
ぎ
ず
、
有
期
刑
の
場
合
、
少
な
く
と
も
刑
期
の
三
分
の
一
を
経

過
す
れ
ば
よ
い
か
ら
と
い
っ
て
、
無
期
刑
の
一
〇
年
と
い
う
仮
釈
放
要
件
か
ら
逆
算
（
三
倍
）
し
て
無
期
刑
の
「
刑
期
」
を
導
き
出

す
の
は
か
な
り
の
擬
制
で
あ
る
。
「
逆
」
の
論
理
は
必
ず
し
も
成
り
立
た
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
三
〇
年
の
有
期
刑
と
み
な
し
、

善
時
的
仮
釈
放
を
適
用
す
る
と
無
期
受
刑
者
の
仮
釈
放
が
刑
の
執
行
か
ら
二
二
年
一
〇
月
二
〇
日
と
い
う
比
較
的
長
期
に
及
ぶ
か
ら

と
言
っ
て
、
そ
れ
だ
け
か
ら
制
度
に
合
理
性
が
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
仮
釈
放
の
時
期
は
何
も
遅
け
れ
ば
よ
い
と
い
う
訳
で
も
、
逆

に
早
け
れ
ば
よ
い
と
い
う
も
の
で
も
な
い
。

　
8
　
保
護
観
察
の
実
施
体
制
と
処
遇
内
容

　
必
要
的
仮
釈
放
は
、
仮
釈
放
後
の
保
護
観
察
に
お
い
て
も
幾
つ
か
大
き
な
障
害
が
予
想
さ
れ
る
。

　
ま
ず
、
三
号
観
察
対
象
者
の
増
大
で
あ
る
。
近
年
の
仮
釈
放
率
は
五
二
％
台
か
ら
五
八
％
台
で
、
三
号
観
察
の
新
規
対
象
者
も
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
）

万
二
、
○
○
○
人
か
ら
↓
万
六
、
○
○
○
人
台
で
あ
る
が
、
必
要
的
仮
釈
放
は
、
真
正
必
要
的
仮
釈
放
で
あ
れ
ば
全
釈
放
者
が
、
善

時
的
仮
釈
放
で
も
現
在
よ
り
遙
か
に
多
く
の
受
刑
者
が
保
護
観
察
に
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
現
在
で
さ
え
、
六
六
〇
名
程
度
の
保

護
観
察
官
と
約
四
万
八
、
○
○
○
名
の
保
護
司
で
一
号
か
ら
四
号
の
保
護
観
察
を
担
当
し
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
集
団
処
遇
の
交
通

短
期
保
護
観
察
を
除
く
と
最
も
数
の
多
い
三
号
観
察
対
象
者
が
倍
に
な
る
と
す
れ
ば
、
と
て
も
現
在
の
体
制
で
保
護
観
察
を
実
施
す

る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
現
在
で
さ
え
も
、
十
分
な
保
護
観
察
が
行
わ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
状
況
で
は
尚
更
で
あ
る
。
勿
論
、

人
的
体
制
に
不
備
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
改
善
に
向
け
て
努
力
す
る
の
が
本
来
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
不
備
を
理
由
に
制
度
の

あ
り
方
を
論
ず
る
こ
と
は
適
当
で
な
い
し
、
必
要
的
仮
釈
放
の
実
施
に
は
さ
ほ
ど
保
護
観
察
官
の
増
員
は
必
要
で
は
な
い
と
い
う
意

　
　
（
6
1
）

見
も
あ
る
。

　
し
か
し
、
問
題
は
そ
れ
だ
け
に
止
ま
ら
な
い
。
必
要
的
仮
釈
放
に
よ
り
、
従
来
、
仮
釈
放
の
対
象
と
な
っ
て
こ
な
か
っ
た
問
題
性
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の
高
い
受
刑
者
が
仮
釈
放
と
な
り
、
保
護
観
察
に
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
多
く
が
こ
れ
ま
で
満
期
釈
放
と
な
っ
て
き
た
、
暴

力
団
構
成
員
や
精
神
障
害
者
、
身
寄
り
や
就
労
の
当
て
の
な
い
高
齢
受
刑
者
な
ど
の
処
遇
困
難
者
で
、
更
生
に
は
極
め
て
困
難
を
伴

う
者
で
あ
る
。
か
つ
て
保
護
観
察
官
が
扱
っ
た
こ
と
の
な
い
よ
う
な
犯
罪
者
の
保
護
観
察
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
の
で

（
62
）

あ
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
面
接
や
遵
守
事
項
違
反
確
認
の
た
め
暴
力
団
の
組
事
務
所
に
往
訪
に
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
も

出
て
く
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
危
険
の
伴
う
面
接
を
保
護
司
に
委
ね
る
こ
と
な
ど
到
底
無
理
だ
と
す
れ
ば
、
保
護
観
察

官
の
直
接
処
遇
と
な
ろ
う
が
、
と
て
も
現
在
の
体
制
で
は
対
応
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
先
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
う
し

た
対
象
者
に
対
し
、
ど
の
よ
う
な
遵
守
事
項
を
設
定
し
得
る
の
か
、
ま
た
す
べ
き
な
の
か
も
定
か
で
な
い
。

　
も
っ
と
も
、
こ
の
点
に
し
て
も
、
従
来
か
ら
問
題
の
少
な
い
受
刑
者
の
み
仮
釈
放
と
な
っ
て
、
保
護
観
察
に
付
さ
れ
て
き
た
の
に

対
し
、
本
当
に
問
題
の
あ
る
受
刑
者
に
つ
い
て
は
仮
釈
放
と
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
放
置
さ
れ
た
ま
ま
と
な
っ
て
き
た
こ
と
の
つ
け

で
あ
っ
て
、
必
要
的
仮
釈
放
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
処
遇
困
難
者
に
対
す
る
保
護
観
察
体
制
の
強
化
は
、
更
生
保
護
の
基
本
的

課
題
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
必
要
的
仮
釈
放
を
制
度
化
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
う
し
た
実
務
上
の
体
制
不
備
を
ど
う
補
っ
て
い
く

か
を
検
討
し
た
う
え
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
同
様
に
、
こ
れ
は
、
満
期
釈
放
者
に
対
す
る
特
別
な
保
護
観
察

制
度
を
検
討
す
る
場
合
に
も
避
け
て
通
る
こ
と
の
で
き
な
い
問
題
で
あ
る
。

　
9
　
保
護
観
察
期
間

　
必
要
的
仮
釈
放
を
巡
る
最
後
の
問
題
は
、
仮
釈
放
後
の
保
護
観
察
期
間
に
あ
る
。

　
現
行
の
仮
釈
放
制
度
は
、
残
刑
期
間
主
義
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
平
均
刑
期
が
短
く
、
執
行
率
の
高
い
我
が
国
で
は
、
残

刑
期
間
が
極
め
て
短
く
、
仮
釈
放
対
象
者
は
僅
か
な
期
間
し
か
保
護
観
察
に
付
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
仮
釈
放
対
象
者
の
刑
事
施
設

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
63
）

へ
の
再
入
率
は
極
め
て
高
く
、
釈
放
後
五
年
以
内
に
刑
事
施
設
に
収
容
さ
れ
る
者
は
四
割
近
く
に
及
ぶ
。
こ
の
保
護
観
察
期
間
の
短
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（
6
4
）

さ
と
再
犯
率
の
高
さ
が
現
行
仮
釈
放
制
度
に
お
け
る
最
大
の
問
題
の
一
つ
と
言
っ
て
よ
い
。
一
方
、
仮
釈
放
が
認
め
ら
れ
ず
、
満
期

釈
放
と
な
っ
た
者
に
対
し
て
は
、
本
人
の
申
出
に
基
づ
く
更
生
緊
急
保
護
を
除
く
と
何
ら
の
指
導
も
監
督
も
行
い
得
な
い
が
、
満
期

釈
放
者
の
五
年
以
内
の
再
入
率
が
六
〇
％
に
及
ぶ
こ
と
も
深
刻
な
間
題
で
あ
る
。

　
必
要
的
仮
釈
放
は
、
従
来
で
あ
れ
ば
満
期
釈
放
と
な
っ
た
よ
う
な
受
刑
者
や
極
め
て
保
護
観
察
期
間
の
短
い
短
期
仮
釈
放
の
受
刑

者
に
対
し
、
一
定
期
間
の
保
護
観
察
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
こ
ろ
に
意
義
が
あ
る
。
し
か
し
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
必
要

的
仮
釈
放
を
採
用
し
て
も
、
満
期
釈
放
者
を
完
全
に
無
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
だ
け
で
な
く
、
予
想
さ
れ
る
執
行
率
の
高
さ
か
ら
し

て
、
確
保
で
き
る
保
護
観
察
期
間
に
は
限
度
が
あ
る
。
真
正
必
要
的
仮
釈
放
の
場
合
、
刑
期
の
一
定
割
合
分
だ
け
早
く
仮
釈
放
に
す

る
か
ら
執
行
率
は
常
に
一
定
で
あ
り
、
「
B
案
」
や
「
別
案
」
の
よ
う
に
刑
期
の
六
分
の
五
と
す
れ
ば
、
執
行
率
は
常
に
八
三
・
三

％
と
な
る
（
表
1
）
。
善
時
的
仮
釈
放
の
場
合
の
執
行
率
は
、
刑
期
が
長
く
な
る
に
つ
れ
て
執
行
率
が
小
さ
く
な
る
が
、
そ
れ
で
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
漁
）

八
○
％
台
か
ら
七
〇
％
台
の
間
で
あ
る
。
日
本
の
受
刑
者
の
約
八
割
が
刑
期
三
年
以
下
の
者
で
占
め
ら
れ
て
い
る
が
、
例
え
ば
刑
期

三
年
の
受
刑
者
が
懲
罰
を
全
く
受
け
な
か
っ
た
場
合
、
善
時
日
数
は
五
月
と
二
四
日
（
執
行
率
八
三
・
九
％
）
、
真
正
必
要
的
仮
釈
放

の
場
合
は
六
月
（
八
三
・
三
％
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
期
間
は
仮
釈
放
後
の
保
護
観
察
期
間
に
相
当
す
る
の
で
、
刑
期
三
年

の
受
刑
者
の
場
合
、
保
護
観
察
期
問
は
せ
い
ぜ
い
六
月
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
で
は
、
現
在
の
運
用
と
さ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
。

十
分
な
保
護
観
察
期
間
が
取
れ
る
の
は
、
刑
期
が
二
〇
年
（
表
1
の
善
時
的
仮
釈
放
で
四
年
七
月
一
〇
日
、
真
正
必
要
的
仮
釈
放
で
三
年

六
月
）
や
三
〇
年
（
善
時
的
仮
釈
放
で
七
年
一
月
一
〇
日
、
真
正
必
要
的
仮
釈
放
で
五
年
）
と
刑
期
が
極
め
て
長
い
場
合
に
限
ら
れ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
で
さ
え
、
善
時
的
仮
釈
放
の
下
で
は
、
刑
期
の
途
中
で
一
度
で
も
懲
罰
を
受
け
る
と
、
善
時
日
数
H
保
護
観
察
期
間

は
著
し
く
短
縮
さ
れ
て
し
ま
う
。
結
局
、
必
要
的
仮
釈
放
で
は
、
善
時
日
数
の
割
合
を
幾
ら
高
く
し
よ
う
と
、
長
期
刑
を
除
き
、
再

犯
の
リ
ス
ク
が
高
い
釈
放
後
五
年
と
い
う
期
間
を
カ
バ
ー
す
る
よ
う
な
保
護
観
察
期
間
を
確
保
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
釈
放
後
の
再

犯
防
止
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
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勿
論
、
三
号
観
察
の
期
問
の
短
さ
は
残
刑
期
間
主
義
に
由
来
し
、
必
要
的
仮
釈
放
自
身
の
欠
陥
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
仮
釈
放
後

の
再
犯
率
の
高
さ
と
保
護
観
察
期
間
の
短
さ
に
対
応
す
る
た
め
に
は
、
残
刑
期
問
主
義
を
止
め
、
考
試
期
間
主
義
を
採
用
す
る
ほ
か

　
（
6
6
）

な
い
が
、
理
論
的
に
は
、
必
要
的
仮
釈
放
を
採
用
し
た
う
え
で
考
試
期
間
主
義
を
採
る
こ
と
も
可
能
で
は
あ
る
。
森
下
忠
名
誉
教
授

は
、
必
要
的
仮
釈
放
に
は
否
定
的
な
が
ら
も
、
「
も
し
、
必
要
的
仮
釈
放
の
制
度
を
採
用
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
｝
方
で
は
、

受
刑
者
の
同
意
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
他
方
で
は
、
仮
釈
放
期
間
を
残
刑
期
間
と
は
別
個
に
定
め
て
、
仮
釈
放
を
行
い
、
こ
れ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
7
）

保
護
観
察
を
付
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
意
味
は
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
一
方
で
、
仮
釈
放
後
の
保
護
観
察
に
つ
い
て
折
衷
主
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
8
）

を
採
れ
ば
、
必
要
的
仮
釈
放
を
採
ら
ず
と
も
、
裁
量
的
仮
釈
放
の
み
で
事
足
り
る
と
も
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
考
試
期
間
主
義
又

は
折
衷
主
義
を
採
用
す
れ
ば
、
仮
釈
放
後
の
残
刑
期
間
が
短
く
て
も
、
相
当
期
間
の
保
護
観
察
期
間
を
確
保
で
き
る
の
で
、
必
要
的

仮
釈
放
制
度
が
な
く
と
も
、
裁
量
的
仮
釈
放
の
運
用
次
第
で
、
更
生
に
支
障
が
予
想
さ
れ
る
受
刑
者
で
も
刑
期
の
大
半
を
執
行
し
た

う
え
で
躊
躇
無
く
仮
釈
放
す
る
こ
と
が
で
き
、
満
期
釈
放
者
を
大
幅
に
減
ら
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
9
）

　
し
か
し
、
そ
れ
以
前
に
、
必
要
的
仮
釈
放
の
論
者
は
少
な
か
ら
ず
仮
釈
放
の
早
期
化
に
関
心
が
あ
る
だ
け
に
、
保
護
観
察
期
間
が

刑
期
相
当
期
間
を
超
え
て
（
刑
期
を
超
え
て
い
る
訳
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
）
設
定
さ
れ
る
こ
と
に
も
否
定
的
で
あ
る
も
の
と
思
わ
れ

る
し
、
そ
も
そ
も
仮
釈
放
か
ら
個
別
審
査
を
排
除
す
る
こ
と
が
目
的
の
必
要
的
仮
釈
放
に
、
受
刑
者
の
「
改
善
可
能
性
等
に
応
じ
て

個
別
に
」
考
試
期
間
（
仮
釈
放
期
間
）
を
設
定
す
る
考
試
期
間
主
義
は
相
容
れ
な
い
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
も
し
必
要

的
仮
釈
放
を
採
る
が
故
に
残
刑
期
間
主
義
に
固
執
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
現
行
仮
釈
放
制
度
の
大
き
な
欠
陥
に
対
処
す
る
こ
と
が
で

き
ず
、
こ
れ
を
放
置
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
点
か
ら
も
必
要
的
仮
釈
放
制
度
を
支
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
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V
　
今
後
の
課
題

　
本
稿
で
は
、
刑
法
改
正
や
監
獄
法
改
正
の
場
で
議
論
さ
れ
た
後
、
一
旦
は
下
火
と
な
っ
た
も
の
の
、
近
年
の
監
獄
法
全
面
改
正
や

更
生
保
護
改
革
の
中
で
再
び
議
論
の
姐
上
に
上
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
必
要
的
仮
釈
放
制
度
に
つ
い
て
、
従
来
指
摘
さ
れ
る
こ
と
の

な
か
っ
た
種
々
の
問
題
と
限
界
を
指
摘
し
、
批
判
的
に
考
察
し
た
。
こ
れ
ら
の
諸
問
題
の
根
源
は
必
要
的
仮
釈
放
に
は
受
刑
者
の
更

生
や
再
犯
防
止
な
ど
に
つ
い
て
の
個
別
審
査
を
経
な
い
と
い
う
同
制
度
の
本
質
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
や
は
り
仮
釈
放
に
は
、
形
式
的

要
件
の
ほ
か
に
実
質
的
要
件
を
定
め
、
仮
釈
放
の
許
否
を
個
別
に
審
査
す
る
と
い
う
構
造
が
不
可
欠
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
必
要

的
仮
釈
放
に
も
一
定
の
意
義
が
あ
る
こ
と
は
筆
者
も
認
め
る
し
、
他
の
代
替
案
に
比
べ
、
制
度
改
正
に
必
要
な
手
間
と
負
担
が
比
較

的
軽
い
こ
と
も
魅
力
的
で
は
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
本
稿
で
掲
げ
た
よ
う
な
理
論
的
及
び
実
務
的
な
問
題
を
解
消
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
限
り
、
制
度
と
し
て
採
用
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
従
っ
て
、
今
後
も
仮
釈
放
の
実
質
的
要
件
の
下
で
受
刑
者
毎
に
仮
釈
放

の
許
否
を
個
別
に
審
査
す
る
裁
量
的
・
個
別
審
査
の
仮
釈
放
制
度
を
維
持
す
べ
き
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
仮
釈
放
制
度
が
現
行
制
度
の
ま
ま
で
良
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
仮
釈
放
期
間
満
了
後
も

含
め
仮
釈
放
後
の
再
犯
率
が
非
常
に
高
い
こ
と
は
、
仮
釈
放
期
間
の
妥
当
性
や
仮
釈
放
中
の
保
護
観
察
の
有
効
性
に
つ
い
て
検
証
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
も
そ
も
仮
釈
放
に
そ
ぐ
わ
な
い
受
刑
者
を
仮
釈
放
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
か
ら
、
個

別
審
査
の
基
準
と
な
る
仮
釈
放
の
実
質
的
要
件
や
判
断
基
準
を
見
直
す
必
要
が
あ
る
だ
け
で
な
く
、
仮
釈
放
審
理
機
関
の
あ
り
方
や

審
査
方
法
に
つ
い
て
も
再
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
裁
量
的
仮
釈
放
制
度
を
維
持
す
る
以
上
、
満
期
釈
放
者
が
出
る
こ
と
に
な
る
が
、
満
期
釈
放
者
の
高
い
再
犯
率
と
仮
釈

放
の
ジ
レ
ン
マ
間
題
も
放
置
す
る
訳
に
は
い
か
な
い
。
こ
れ
ら
の
問
題
を
解
消
す
る
た
め
の
、
新
た
な
制
度
の
可
能
性
を
模
索
す
る

こ
と
が
必
要
と
な
り
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
、
今
後
、
順
次
、
検
討
を
加
え
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
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（
1
）
　
鶴
岡
千
偲
「
第
二
一
回
國
際
刑
法
及
び
監
獄
會
議
に
つ
い
て
」
刑
法
雑
誌
一
巻
三
け
四
号
（
一
九
五
一
）
一
六
二
－
一
六
三
頁
。
し

　
か
し
、
同
会
議
で
は
必
要
的
仮
釈
放
に
強
い
反
対
が
表
明
さ
れ
、
結
局
、
決
議
で
は
採
択
さ
れ
て
い
な
い
。
平
場
安
治
H
平
野
龍
一
編

　
『
刑
法
改
正
の
研
究
】
概
論
・
総
則
－
改
正
草
案
の
批
判
的
検
討
』
東
京
大
学
出
版
会
（
｝
九
七
二
）
三
二
頁
。

（
2
）
G
り
塁
鮮
隣
こ
野
お
き
○
暁
匂
⊆
ω
辞
一
8
ω
段
一
ω
9
9
り
。
旨
身
ぎ
ω
5
9
評
邑
ρ
一
8
。
ー
N
。
。
ρ
讐
一
－
“
（
N
。
。
。
）
扇
霞
。
き
o
こ
蕊
一
一
8

　
ω
辞
讐
一
ω
試
0
9
牢
o
σ
讐
一
〇
ロ
9
づ
α
℃
畦
o
一
①
N
O
O
伊
讐
O
o
（
菊
o
≦
ω
0
9
N
O
O
刈
y
罫
＞
菱
両
問
萄
↓
β
＞
［
夷
6
胃
ン
掌
O
O
ζ
ζ
憂
【
冒
－
ω
＞
。∩
5

　
0
夷
寄
自
5
z
チ
占
器
ω
－
器
倉
圏
㌣
N
怠
（
刈
巴
●
』
0
8
）
。

（
3
）
　
法
制
審
議
会
刑
事
法
特
別
部
会
が
昭
和
四
五
年
に
と
り
ま
と
め
た
参
考
案
（
第
一
次
案
）
で
は
必
要
的
仮
釈
放
の
規
定
が
置
か
れ
て

　
い
た
が
（
別
案
）
、
昭
和
四
六
年
の
第
二
次
案
作
成
の
過
程
で
必
要
的
仮
釈
放
の
案
は
採
用
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
。
鈴
木
義
男
「
刑

　
法
改
正
作
業
レ
ポ
ー
ト
（
四
〇
）
仮
釈
放
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
五
三
号
（
一
九
七
〇
）
一
二
六
頁
。

（
4
）
　
善
時
制
（
善
行
釈
放
）
は
、
法
制
審
議
会
監
獄
法
部
会
で
の
審
議
の
結
果
、
採
用
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
り
、
同
部
会
が
昭
和
五
四
年

　
二
一
月
に
決
定
し
、
法
制
審
議
会
に
報
告
し
た
「
監
獄
法
改
正
の
骨
子
と
な
る
要
綱
案
」
に
は
盛
り
込
ま
れ
な
か
っ
た
。
法
制
審
議
会
監

　
獄
法
改
正
部
会
『
監
獄
法
改
正
の
骨
子
と
な
る
要
綱
案
説
明
書
』
法
務
省
矯
正
局
（
一
九
七
七
）
五
－
七
頁
、
大
芝
靖
郎
「
監
獄
法
改
正

　
の
審
議
状
況
〈
第
二
〇
回
〉
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
三
三
巻
一
号
（
一
九
八
O
）
五
八
－
六
〇
頁
、
古
川
健
次
郎
「
仮
釈
放
と
監
獄
法
改
正
」

　
犯
罪
と
非
行
四
三
号
（
一
九
八
○
）
九
－
一
一
頁
。

（
5
）
　
日
本
弁
護
士
連
合
会
「
行
刑
改
革
会
議
提
言
に
つ
い
て
の
日
弁
連
の
意
見
」
（
二
〇
〇
四
）
二
一
頁
、
神
洋
明
「
受
刑
者
処
遇
法
と

　
日
弁
連
」
自
由
と
正
義
五
六
巻
八
号
（
二
〇
〇
五
）
二
一
頁
。

（
6
）
　
二
〇
〇
七
年
刑
法
学
会
分
科
会
「
施
設
内
処
遇
か
ら
社
会
内
処
遇
へ
の
転
換
」
に
お
け
る
岩
井
宜
子
教
授
、
村
井
敏
邦
教
授
の
報
告
、

　
日
本
弁
護
士
連
合
会
『
「
更
生
保
護
の
あ
り
方
を
考
え
る
有
識
者
会
議
」
報
告
書
に
対
す
る
意
見
』
（
二
〇
〇
六
）
五
頁
。

（
7
）
　
法
務
省
刑
事
局
『
刑
法
改
正
資
料
（
一
）
法
制
審
議
会
刑
事
法
特
別
部
会
小
委
員
会
参
考
案
（
第
一
次
案
）
』
（
一
九
七
〇
）
三
五
頁
。

（
8
）
　
法
務
省
刑
事
局
・
前
掲
注
（
7
）
三
五
頁
。
こ
の
法
制
審
議
会
刑
事
法
特
別
部
会
小
委
員
会
の
必
要
的
仮
釈
放
の
案
の
内
容
は
殆
ど
が

　
小
川
太
郎
博
士
の
提
案
で
あ
る
と
い
う
。
伊
福
部
舜
児
「
仮
釈
放
の
原
則
化
論
に
つ
い
て
」
更
生
保
護
と
犯
罪
予
防
一
〇
〇
号
（
一
九
九

　
一
）
七
頁
。
小
川
博
士
は
、
「
再
犯
の
お
そ
れ
は
あ
っ
て
も
、
施
設
内
処
遇
に
適
応
し
た
こ
と
を
考
慮
す
る
意
味
で
善
時
的
仮
出
獄
に
付
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す
る
こ
と
は
で
き
る
し
、
そ
れ
は
再
犯
の
低
減
に
い
く
ら
か
で
も
寄
与
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
」
と
主
張
さ
れ
る
。
小
川
太
郎
「
仮
出
獄
の

　
思
想
」
犯
罪
と
非
行
四
三
号
（
一
九
八
0
）
四
五
頁
。

（
9
）
　
日
弁
連
司
法
制
度
調
査
会
「
刑
事
拘
禁
法
要
綱
説
明
書
」
自
由
と
正
義
二
七
巻
九
号
（
一
九
七
六
）
七
四
－
七
五
頁
。

（
1
0
）
　
法
制
審
議
会
監
獄
法
改
正
部
会
・
前
掲
注
（
4
）
五
－
七
頁
、
大
芝
靖
郎
・
前
掲
注
（
4
）
五
八
－
五
九
頁
、
古
川
健
次
郎
・
前
掲
注

　
（
4
）
一
一
頁
。

（
1
1
）
　
日
本
弁
護
士
連
合
会
「
『
監
獄
法
改
正
の
骨
子
と
な
る
要
綱
』
に
対
す
る
意
見
書
」
自
由
と
正
義
三
三
巻
一
号
（
一
九
八
二
）
六
〇

　
頁
。

（
1
2
）
瀬
戸
英
雄
H
海
渡
雄
一
「
開
か
れ
た
行
刑
を
め
ざ
し
て
1
日
弁
連
拘
禁
二
法
案
対
策
本
部
試
案
の
概
要
」
自
由
と
正
義
三
六
巻
二
号

　
（
一
九
八
五
）
一
七
一
頁
。

（
1
3
）
　
日
本
弁
護
士
連
合
会
「
刑
事
被
拘
禁
者
の
処
遇
に
関
す
る
法
律
案
（
日
弁
連
・
刑
事
処
遇
法
案
）
」
自
由
と
正
義
四
三
巻
四
号
（
一

　
九
九
二
）
八
八
頁
。

（
1
4
）
　
但
し
、
「
試
案
」
や
「
刑
事
処
遇
法
案
」
で
は
、
「
受
刑
者
が
、
法
務
省
令
で
定
め
る
事
故
に
該
当
す
る
こ
と
な
く
、
刑
期
一
月
を
経

　
過
す
る
ご
と
に
五
日
の
割
合
で
刑
期
満
了
の
日
か
ら
逆
算
し
、
そ
の
日
を
も
っ
て
仮
に
釈
放
す
る
も
の
と
す
る
。
」
と
し
て
、
み
な
し
規

　
定
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
善
時
的
仮
釈
放
の
日
を
も
っ
て
地
方
更
生
保
護
委
員
会
が
仮
釈
放
の
決
定
を
行
う
の
か
、
委
員
会
は
関

　
与
せ
ず
、
当
該
日
に
委
員
会
の
仮
釈
放
決
定
が
あ
っ
た
も
の
と
見
な
す
の
か
、
明
確
で
な
い
。

（
1
5
）
　
朝
倉
京
一
「
仮
釈
放
の
原
則
化
を
め
ぐ
る
一
考
察
」
更
生
保
護
と
犯
罪
予
防
五
〇
号
（
一
九
七
八
）
三
〇
頁
。

（
1
6
）
　
朝
倉
京
一
・
前
掲
注
（
1
5
と
二
頁
。

（
1
7
）
　
日
弁
連
司
法
制
度
調
査
会
・
前
掲
注
（
9
）
七
五
頁
。

（
1
8
）
　
法
制
審
議
会
監
獄
法
改
正
部
会
・
前
掲
注
（
4
）
六
頁
、
大
芝
靖
郎
「
監
獄
法
改
正
の
審
議
状
況
〈
第
七
回
〉
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
三
一

　
巻
二
号
（
一
九
七
八
）
六
一
頁
。

（
1
9
）
　
日
本
弁
護
士
連
合
会
・
前
掲
注
（
n
）
六
〇
頁
。

（
2
0
）
　
日
弁
連
司
法
制
度
調
査
会
・
前
掲
注
（
9
）
七
五
頁
。

（
2
1
）
　
日
本
弁
護
士
連
合
会
拘
禁
二
法
案
対
策
本
部
『
解
説
・
日
弁
連
刑
事
処
遇
法
案
－
施
設
管
理
法
か
ら
人
間
的
処
遇
法
へ
』
（
一
九
九

32



必要的仮釈放制度に対する批判的検討

　
四
）
八
七
頁
、
柳
本
正
春
「
善
時
制
度
の
導
入
に
つ
い
て
図
－
現
場
職
員
の
立
場
か
ら
i
」
刑
政
七
六
巻
一
〇
号
（
一
九
六
五
）
六
五
頁

　
も
、
「
自
分
の
本
心
か
ら
出
た
も
の
で
な
く
と
も
、
偽
り
の
心
か
ら
又
打
算
の
心
か
ら
出
た
も
の
で
も
、
善
行
し
た
り
、
善
い
こ
と
を
云

　
う
の
は
意
味
が
あ
る
」
と
さ
れ
る
。

（
2
2
）
　
し
か
し
、
新
法
の
優
遇
措
置
が
、
評
価
基
準
や
方
法
、
優
遇
措
置
の
内
容
か
ら
し
て
、
従
来
の
累
進
処
遇
の
弊
害
や
問
題
を
克
服
し

　
た
新
た
な
「
処
遇
」
制
度
と
評
価
す
る
に
は
苦
し
く
、
累
進
処
遇
同
様
、
施
設
の
秩
序
維
持
の
た
め
の
方
策
と
い
う
域
を
出
て
い
な
い
の

　
は
残
念
で
あ
る
。
太
田
達
也
「
刑
事
施
設
・
受
刑
者
処
遇
法
下
に
お
け
る
矯
正
の
課
題
ー
矯
正
処
遇
を
中
心
と
し
て
ー
」
犯
罪
と
非
行
一

　
四
六
号
（
二
〇
〇
五
）
二
〇
1
二
二
頁
。

（
2
3
）
　
海
渡
雄
一
「
仮
釈
放
に
つ
い
て
」
季
刊
刑
事
弁
護
三
七
号
（
二
〇
〇
四
）
一
五
三
頁
。

（
24
）
　
日
弁
連
は
、
仮
釈
放
審
査
が
「
恣
意
的
、
不
公
平
」
と
す
る
一
方
で
仮
釈
放
の
運
用
が
「
画
一
的
・
機
械
的
」
と
批
判
し
（
日
弁
連

司
法
制
度
調
査
会
・
前
掲
注
（
9
）
七
八
頁
）
、
主
張
に
整
合
性
が
見
ら
れ
な
い
。
な
お
、
仮
釈
放
の
本
質
に
関
す
る
議
論
で
は
あ
る
が
、

　
「
刑
務
官
の
専
恣
を
招
き
従
っ
て
受
刑
者
の
形
式
的
偽
善
を
招
来
せ
し
め
る
お
そ
れ
が
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
一
つ
の
論
点
と
さ
れ
る
。

併
し
乍
ら
こ
れ
は
仮
釈
放
審
査
委
員
会
或
は
刑
務
委
員
会
の
問
題
で
あ
り
又
刑
務
官
に
そ
の
人
を
得
る
と
い
う
教
養
の
問
題
で
あ
っ
て
、

仮
釈
放
そ
の
も
の
の
本
質
に
関
す
る
問
題
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
」
と
い
う
岩
崎
二
郎
教
授
の
指
摘
は
、
こ
の
点
に
関
し
て
も
示
唆
的
で

　
あ
る
。
岩
崎
二
郎
「
仮
釈
放
に
つ
い
て
1
裁
判
と
行
刑
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
」
法
曹
時
報
八
巻
八
号
（
一
九
五
六
）
一
九
頁
。

（
2
5
）
　
伊
福
部
舜
児
氏
は
、
仮
釈
放
の
原
則
化
に
よ
っ
て
、
地
方
更
生
保
護
委
員
会
が
廃
止
さ
れ
る
結
果
、
仮
釈
放
を
申
請
す
る
刑
事
施
設

　
の
評
価
と
は
異
な
る
、
社
会
防
衛
的
観
点
も
含
め
た
第
三
者
的
観
点
か
ら
の
審
査
が
な
く
な
り
、
施
設
で
の
規
律
違
反
の
有
無
と
い
っ
た

　
形
式
的
評
価
に
流
れ
る
た
め
、
要
領
の
良
い
者
か
ら
順
次
仮
釈
放
の
候
補
に
な
る
と
批
判
す
る
。
伊
福
部
舜
児
・
前
掲
注
（
8
）
八
－
九
頁
。

（
2
6
）
　
日
本
弁
護
士
連
合
会
拘
禁
二
法
案
対
策
本
部
・
前
掲
注
（
2
1
）
八
六
頁
。

（
2
7
）
　
日
本
弁
護
士
連
合
会
・
前
掲
注
（
n
）
六
〇
頁
。

（
2
8
）
　
武
内
謙
治
「
仮
釈
放
制
度
の
法
律
化
と
社
会
化
ー
必
要
的
仮
釈
放
制
度
と
任
意
的
仮
釈
放
制
度
の
提
唱
」
『
二
一
世
紀
の
刑
事
施
設

　
ー
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
市
民
参
加
』
日
本
評
論
社
（
二
〇
〇
三
）
二
三
一
ー
二
三
一
頁
。

（
2
9
）
　
日
本
弁
護
士
連
合
会
・
前
掲
注
（
6
）
四
頁
。
こ
の
ほ
か
、
海
渡
雄
一
・
前
掲
注
（
2
3
と
五
三
頁
、
神
洋
明
・
前
掲
注
（
5
）
二
一
頁
。

（
3
0
）
　
日
本
弁
護
士
連
合
会
・
前
掲
注
（
6
）
六
頁
。
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（
31
）
　
平
野
龍
一
『
犯
罪
者
処
遇
の
諸
問
題
』
有
斐
閣
（
一
九
六
三
）
八
七
頁
、
野
中
忠
夫
「
必
要
的
仮
釈
放
制
度
と
そ
の
問
題
点
」
更
生

　
保
護
と
犯
罪
予
防
一
〇
号
（
一
九
六
八
）
二
頁
も
、
必
要
的
仮
釈
放
「
制
度
が
導
入
さ
れ
る
と
、
満
期
釈
放
者
も
、
残
刑
期
間
が
極
め
て

　
短
い
仮
釈
放
者
も
い
な
く
な
る
。
す
べ
て
の
受
刑
者
に
、
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
と
し
て
相
当
期
間
の
保
護
観
察
を
用
意
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

　
と
、
こ
れ
が
必
要
的
仮
釈
放
制
度
の
最
大
眼
目
で
あ
る
。
」
と
指
摘
す
る
。

（
32
）
　
太
田
達
也
・
前
掲
注
（
22
）
二
三
ー
二
四
頁
。

（
3
3
）
　
司
法
省
調
査
課
『
司
法
資
料
六
七
号
仮
釈
放
』
（
一
九
二
五
）
一
〇
四
－
一
〇
五
頁
。
こ
れ
は
、
≦
o
罵
鴇
轟
言
葺
R
日
巴
①
び
0
8

　
く
自
巴
讐
鼠
眞
Φ
国
耳
一
器
豊
口
凶
ぎ
く
Φ
渥
一
①
8
冨
コ
α
o
U
胃
馨
色
＝
口
鵬
α
R
号
9
ω
魯
2
⊆
昌
α
㊤
霧
一
餌
旨
象
ω
3
窪
ω
q
駄
8
9
ω
（
お
O
O
O
）
の

　
邦
訳
で
あ
る
。
朝
倉
京
一
・
前
掲
注
（
1
5
）
二
二
、
二
九
頁
。
ま
た
、
国
連
も
一
九
五
四
年
に
公
刊
し
た
『
パ
ロ
ー
ル
と
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
』

　
の
な
か
で
同
様
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。
平
野
龍
一
・
前
掲
注
（
31
）
八
五
－
八
七
頁
参
照
。

（
3
4
）
　
宮
澤
浩
一
名
誉
教
授
は
、
「
自
由
を
大
幅
に
制
限
し
、
奪
っ
て
い
る
環
境
で
、
社
会
復
帰
の
訓
練
を
す
る
の
は
、
床
の
上
で
水
泳
の

　
練
習
を
さ
せ
る
こ
と
に
似
て
い
る
」
と
い
う
G
・
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
言
葉
を
引
用
し
て
、
社
会
内
処
遇
の
意
義
を
説
明
さ
れ
て
い
る
。
宮

　
澤
浩
一
『
刑
事
政
策
講
義
ノ
ー
ト
』
成
文
堂
（
一
九
九
八
）
四
八
頁
。

（
3
5
）
　
仮
釈
放
に
関
連
し
、
岩
崎
二
郎
教
授
は
、
「
総
じ
て
犯
罪
者
の
教
育
と
い
う
こ
と
は
彼
の
復
帰
す
べ
き
社
会
に
お
い
て
行
わ
れ
る
こ

　
と
が
本
来
理
想
と
せ
ら
る
べ
き
も
の
」
で
あ
る
の
は
、
「
何
故
な
ら
ば
犯
罪
は
犯
人
の
社
会
的
不
適
応
性
の
最
も
端
的
且
つ
鮮
明
な
具
現

　
と
み
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
適
応
性
の
有
無
は
彼
が
現
実
の
社
会
に
お
か
れ
て
こ
そ
最
も
よ
く
錬
磨
せ
ら
れ
且
つ
与
え
る
こ
と
が

　
で
き
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
」
と
す
る
。
岩
崎
二
郎
・
前
掲
注
（
2
4
）
二
六
頁
。

（
3
6
）
　
法
務
省
『
刑
法
改
正
資
料
（
六
）
法
制
審
議
会
改
正
刑
法
草
案
　
附
同
説
明
書
』
（
一
九
七
四
）
一
五
三
頁
、
鈴
木
義
男
・
前
掲
注

　
（
3
）
一
二
二
頁
。

（
3
7
）
　
日
本
弁
護
士
連
合
会
・
前
掲
注
（
6
）
五
i
六
頁
。
も
っ
と
も
、
仮
釈
放
審
査
の
恣
意
性
・
不
公
正
さ
を
提
案
理
由
と
す
る
意
見
は
、

依
然
と
し
て
見
ら
れ
る
。
海
渡
雄
一
・
前
掲
注
（
2
3
と
五
三
頁
。

（
3
8
）
　
法
務
省
『
第
一
〇
八
矯
正
統
計
年
報
－
　
平
成
一
八
年
』
（
二
〇
〇
七
）
一
＝
二
五
頁
。

（
3
9
）
　
鈴
木
義
男
・
前
掲
注
（
3
と
二
二
頁
。
こ
の
ほ
か
、
必
要
的
仮
釈
放
を
採
用
す
れ
ば
、
通
常
の
仮
釈
放
も
か
な
り
早
く
行
わ
れ
る
よ

う
に
な
り
、
残
刑
期
間
が
長
く
な
っ
て
、
十
分
な
保
護
観
察
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
の
主
張
も
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
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は
運
用
如
何
に
よ
る
で
あ
ろ
う
。

（
4
0
）
　
太
田
達
也
「
仮
釈
放
と
保
護
観
察
期
間
ー
残
刑
期
間
主
義
の
見
直
し
と
考
試
期
間
主
義
の
再
検
討
」
研
修
七
〇
五
号
（
二
〇
〇
七
）

　
一
〇
、
一
七
頁
。

（
4
1
）
　
平
野
龍
一
・
前
掲
注
（
31
）
八
七
－
八
八
頁
、
野
中
忠
夫
・
前
掲
注
（
31
）
六
頁
以
下
、
鈴
木
義
男
・
前
掲
注
（
3
）
一
二
二
1
一
二
三
頁
、

前
田
俊
郎
「
仮
釈
放
」
森
下
忠
編
『
刑
事
政
策
演
習
［
増
補
版
］
』
有
信
堂
（
一
九
七
一
と
二
一
頁
、
平
場
安
治
H
平
野
龍
一
編
・
前

　
掲
注
（
1
と
二
一
頁
。

（
4
2
）
　
平
野
龍
一
・
前
掲
注
（
31
）
九
二
－
九
三
頁
、
法
制
審
議
会
監
獄
法
改
正
部
会
・
前
掲
注
（
4
）
五
－
七
頁
。
大
芝
靖
郎
・
前
掲
注
（
4
）

　
五
八
ー
六
〇
頁
、
大
芝
靖
郎
・
前
掲
注
（
1
8
）
六
一
－
六
二
頁
、
石
川
健
次
郎
・
前
掲
注
（
4
）
八
－
一
二
頁
、
柳
本
正
春
・
前
掲
注
（
21
）
六

　
七
－
六
八
頁
。

（
4
3
）
　
野
中
忠
夫
・
前
掲
注
（
31
）
六
頁
以
下
。

（
4
4
）
　
必
要
的
仮
釈
放
の
支
持
者
か
ら
も
、
善
時
的
仮
釈
放
の
こ
の
点
は
「
不
徹
底
」
で
あ
る
と
批
判
さ
れ
る
。
野
中
忠
夫
・
前
掲
注
（
31
）

　
一
四
頁
。

（
4
5
）
　
法
務
省
・
前
掲
注
（
3
8
）
三
四
四
⊥
二
四
五
頁
。

（
4
6
）
　
野
中
忠
夫
・
前
掲
注
（
31
）
二
二
頁
。

（
4
7
）
　
野
中
忠
夫
・
前
掲
注
（
31
と
二
頁
も
、
「
必
要
的
仮
釈
放
制
度
は
、
長
期
受
刑
者
に
対
し
て
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
」
と
す
る
。

（
4
8
）
　
『
「
更
生
保
護
の
あ
り
方
を
考
え
る
有
識
者
会
議
」
報
告
書
に
対
す
る
意
見
』
は
、
仮
釈
放
を
原
則
化
す
べ
き
と
す
る
だ
け
で
、
こ

　
の
点
を
明
確
に
し
な
い
が
、
従
来
の
監
獄
法
改
正
の
議
論
の
な
か
で
は
、
善
時
的
仮
釈
放
と
裁
量
的
仮
釈
放
の
併
存
を
主
張
し
て
い
た
。

　
日
本
弁
護
士
連
合
会
拘
禁
二
法
案
対
策
本
部
・
前
掲
注
（
2
1
）
八
七
頁
。
な
お
、
古
く
善
時
制
の
採
用
を
主
張
し
た
小
川
太
郎
博
士
は
、
善

　
時
制
と
仮
釈
放
の
併
用
を
前
提
と
し
て
い
た
が
、
こ
れ
は
当
時
、
短
期
の
仮
釈
放
が
多
く
行
わ
れ
て
い
た
た
め
、
非
予
測
的
要
素
に
よ
っ

　
て
釈
放
を
決
め
る
善
時
制
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
仮
釈
放
を
犯
罪
予
測
的
要
素
を
考
慮
し
た
も
の
に
純
化
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。

　
小
川
太
郎
「
パ
ロ
ー
ル
の
運
用
と
善
時
制
に
つ
い
て
」
矯
正
論
集
（
一
九
六
八
）
矯
正
協
会
六
六
九
頁
以
下
。
柳
本
正
春
氏
も
、
青
少
年

　
や
初
犯
者
に
対
す
る
保
護
観
察
に
重
点
を
お
く
た
め
、
賞
遇
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
と
し
か
思
わ
れ
な
い
、
保
護
観
察
も
ま
と
も
に
で

　
き
な
い
当
時
の
短
期
仮
釈
放
の
分
を
善
時
制
に
振
り
分
け
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。
柳
本
正
春
・
前
掲
注
（
2
1
）
六
六
頁
。
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（
4
9
）
　
野
中
忠
夫
・
前
掲
注
（
31
と
三
頁
。

（
5
0
）
　
善
時
的
仮
釈
放
で
年
毎
の
善
時
日
数
の
特
別
加
算
を
行
わ
ず
、
刑
期
の
最
初
か
ら
最
後
ま
で
善
時
日
数
を
月
五
日
と
い
っ
た
よ
う
な

　
固
定
し
た
割
合
と
す
る
と
、
刑
期
が
長
い
受
刑
者
で
ご
く
僅
か
に
執
行
率
が
下
が
る
も
の
の
、
殆
ど
の
受
刑
者
の
最
低
執
行
率
は
八
六
％

　
前
後
で
余
り
変
わ
ら
ず
、
刑
期
の
六
分
の
五
と
す
る
真
正
必
要
的
仮
釈
放
と
も
大
差
な
い
こ
と
に
な
り
、
善
時
的
仮
釈
放
と
し
て
も
魅
力

　
あ
る
内
容
と
は
な
ら
な
い
。

（
51
）
　
例
え
ば
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
拘
禁
二
法
案
対
策
本
部
・
前
掲
注
（
2
1
）
八
六
頁
。

（
5
2
）
　
法
務
省
・
前
掲
注
（
3
8
）
二
四
一
頁
。

（
5
3
）
　
『
「
更
生
保
護
の
あ
り
方
を
考
え
る
有
識
者
会
議
」
報
告
書
に
対
す
る
意
見
』
で
も
、
仮
釈
放
を
原
則
化
（
必
要
的
仮
釈
放
）
し
た

　
場
合
に
も
、
仮
釈
放
後
に
は
必
ず
保
護
観
察
を
行
う
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
。
日
本
弁
護
士
連
合
会
・
前
掲
注
（
6
）
五
！
六
頁
。
し

　
か
し
、
か
つ
て
の
「
要
綱
」
で
は
、
「
善
時
釈
放
」
に
あ
た
っ
て
は
保
護
観
察
を
裁
量
的
な
も
の
と
し
て
い
た
が
（
日
弁
連
司
法
制
度
調

　
査
会
・
前
掲
注
（
9
）
七
五
頁
）
、
こ
れ
で
は
必
要
的
仮
釈
放
の
唯
一
の
意
義
も
な
い
う
え
に
、
法
制
審
議
会
監
獄
法
改
正
部
会
で
も
「
善

時
釈
放
の
対
象
者
に
再
犯
の
お
そ
れ
の
あ
る
者
が
予
想
さ
れ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
疑
問
で
あ
る
。
」
と
の
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。
大
芝

　
靖
郎
・
前
掲
注
（
1
8
）
六
一
頁
。

（
5
4
）
　
但
し
、
受
刑
者
の
一
八
％
以
上
を
占
め
る
暴
力
団
員
受
刑
者
の
存
在
が
、
矯
正
処
遇
や
仮
釈
放
、
保
護
観
察
の
将
来
的
な
制
度
改
革

　
を
考
え
る
上
で
常
に
障
害
と
な
る
要
因
で
あ
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
日
本
社
会
で
暴
力
団
の
存
在
を
許
し
て
き
た
社
会
的
背

景
の
み
な
ら
ず
、
司
法
制
度
そ
の
も
の
の
あ
り
方
に
メ
ス
も
入
れ
ず
、
矯
正
や
更
生
保
護
だ
け
で
効
果
的
な
制
度
改
革
が
で
き
る
も
の
で

　
は
な
い
こ
と
を
肝
に
命
じ
る
必
要
が
あ
る
。

（
5
5
）
　
法
務
省
・
前
掲
注
（
3
8
）
二
四
〇
頁
に
よ
れ
ば
、
仮
釈
放
取
消
刑
の
執
行
（
新
た
な
刑
の
執
行
を
伴
う
も
の
も
含
む
）
を
受
け
て
い
て

釈
放
さ
れ
た
受
刑
者
一
、
〇
六
九
名
の
う
ち
、
仮
釈
放
と
な
っ
た
者
は
二
一
六
名
で
、
二
〇
・
二
％
を
占
め
る
。

（
5
6
）
　
日
本
弁
護
士
連
合
会
拘
禁
二
法
案
対
策
本
部
・
前
掲
注
（
2
1
）
八
七
頁
も
、
こ
れ
を
容
認
す
る
。

（
5
7
）
　
法
務
省
刑
事
局
・
前
掲
注
（
7
）
三
五
頁
、
鈴
木
義
男
・
前
掲
注
（
3
と
二
一
頁
。

（
5
8
）
　
日
弁
連
司
法
制
度
調
査
会
・
前
掲
注
（
9
）
七
四
頁
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
・
前
掲
注
（
n
）
六
〇
頁
、
瀬
戸
英
雄
H
海
渡
雄
一
・
前
掲

注
（
1
2
と
七
一
頁
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
・
前
掲
注
（
1
3
）
八
八
頁
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
拘
禁
二
法
案
対
策
本
部
・
前
掲
注
（
21
）
八
七
頁
。
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（
5
9
）
　
法
制
審
議
会
監
獄
法
改
正
部
会
・
前
掲
注
（
4
）
六
頁
、
大
芝
靖
郎
・
前
掲
注
（
4
）
五
八
i
五
九
頁
、
古
川
健
次
郎
・
前
掲
注
（
4
と

　
一
頁
。
仮
釈
放
の
要
件
は
現
行
刑
法
制
定
以
来
変
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
日
弁
連
が
善
時
的
仮
釈
放
の
適
用
に
際
し
て
無
期
刑
を
二

〇
年
と
見
な
す
根
拠
は
、
仮
釈
放
要
件
説
て
は
な
く
、
や
は
り
自
由
刑
上
限
説
に
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

（
6
0
）
　
法
務
省
・
前
掲
注
（
3
8
）
面
頁
、
法
務
省
『
第
四
七
保
護
統
計
年
報
　
平
成
一
八
年
』
（
二
〇
〇
七
）
．
W
頁
。

（
6
1
）
　
野
中
忠
夫
・
前
掲
注
（
3
1
）
一
五
、
二
四
頁
。
人
的
体
制
の
不
備
は
仮
釈
放
や
保
護
観
察
そ
の
も
の
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
指
摘
は
そ

　
の
通
り
で
あ
る
が
、
人
員
の
増
員
は
さ
ほ
ど
要
し
な
い
と
い
う
試
算
は
、
今
日
、
と
て
も
現
実
的
な
意
見
と
は
思
え
な
い
。
し
か
も
、
こ

　
の
見
解
は
、
従
来
と
同
じ
よ
う
に
保
護
観
察
の
か
な
り
の
部
分
を
保
護
司
に
委
ね
る
と
い
う
状
況
に
依
存
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
も
の

　
で
あ
り
、
本
文
て
述
べ
る
よ
う
に
、
必
要
的
仮
釈
放
の
対
象
と
な
る
者
の
処
遇
ト
の
困
難
さ
と
負
担
の
重
さ
を
考
慮
し
て
い
な
い
。

（
62
）
　
伊
福
部
舜
児
・
前
掲
注
（
8
）
九
ー
二
一
頁
は
、
仮
釈
放
の
原
則
化
が
行
わ
れ
れ
ば
、
従
来
満
期
釈
放
さ
れ
て
い
た
数
多
く
の
受
刑
者

　
に
保
護
観
察
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
中
に
は
仮
釈
放
取
消
し
を
行
っ
て
社
会
防
衛
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
場
合
が
か
な
り
の
数
に
な

　
る
こ
と
、
ま
た
仮
釈
放
後
に
転
居
す
る
者
が
続
出
し
、
処
遇
計
画
と
は
無
縁
な
保
護
観
察
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
憂
慮
し
て
い
る
。

　　　　ハ　　　　　　　ハ　　　　　　　　　　　ハ

69　68　67　66　65　64　63
）　　　）　　　）　　　）　　　）　　　）　　　）

法
務
省
・
前
掲
注
（
3
8
）
二
三
五
頁
。

太
田
達
也
・
前
掲
注
（
4
0
）
三
－
六
頁
。

法
務
省
・
前
掲
注
（
38
）
v
頁
、
一
〇
四
－
一
〇
五
頁
。

太
田
達
也
・
前
掲
注
（
4
0
）
一
一
－
二
五
頁
。

平
場
安
治
U
平
野
龍
一
編
・
前
掲
注
（
1
）
三
一
一
頁
。

森
下
忠
『
刑
法
改
正
と
刑
事
政
策
』
一
粒
社
（
一
九
六
四
）

日
本
弁
護
士
連
合
会
・
前
掲
注
（
6
）
四
－
五
頁
、
海
渡
雄
一

八
九
頁
。

・
前
掲
注
（
2
3
と
五
二
－
一
五
三
頁
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
　
仮
釈
放
、
必
要
的
仮
釈
放
、
善
時
制
、
善
時
的
仮
釈
放
、
保
護
観
察
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